
平成２６年度 第６回理事会 

 

 

日 時  平成２６年９月４日（木） 1５:３０～ 

 

場 所  特別会議室 

 

Ⅰ．報 告 

１. 不適正な経理処理に係る調査委員会の設置について 

２．「独立行政法人改革等に関する基本的な方針の平成２６年度フォローアップ

結果」の公表について 

３．平成２６年夏の台風・豪雨による山地災害への対応について 

４．農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会ワーキング会合(７月２５日)

及び第５３回林野分科会(８月２２日)の概要について 

５．平成２７年度予算概算要求の概要について 

６．森林総合研究所一般職員(育種)採用試験の応募状況について 

７. 森林農地整備センター職員(技術系)採用試験の最終合格者について 

８．森林農地整備センター職員(事務系)採用試験の応募状況について 

９．財政融資資金等の実地監査について 

10．森林農地整備センターの平成２５年度収穫・販売実績について 

11. 森林農地整備センターの情報セキュリティ対策について 

12．小笠原清瀬試験地への入り込み状況について 

13. その他 
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不適正な経理処理に係る調査について

(調査委員会発足後の動き)、

①8月 26甲 (火)調査委員会開催

②8月 27日 (水)～ 8月 28日 (へ )

・調査チーム編成作業開始

(調査チーム員打合せ、チエツクリス ト検討 )

ロスケジュール検討

②8月 29日 (金 )

・試行的ヒヤリング実施

・育セン、支所応援態勢検討

口理事長メッセージ、理事メッセージ発信

③9月 1日 (月 )

 `    ヨ調査チァム員打合せ (ヒ ヤリングは3名 3チーム体制 (3専用室を用意))

ロスケジュァル策定
ロチェックリス ト当所用に変更

・育種センター、支所、1科学園、育種場べのテレビ会議説明会開催 |

④9月 2日 (火 )

日本格ヒヤリング開始

饉茨城半井化学ヒヤリング実施

|  
※①今適中 (～ 5日 (金)'までにt木所グレーの研究者のヒヤを実施

※②ヒヤリング終了後には情報共有のための3チTムで打合せ会実施  |
※③来週 (8日 γ12日 )を中心1平支所べ応援

・北海道支所、北海道育種場 摯ロロ 職員課長

|   口東北支所、東北育種場  ・ 口“ 労調室長

口関西支所、関西育種場  `ニ ロ 総務課長

凛四国支所 ・・ 口'資料課長

・九州支所、九州育種場   ロロロ 職員課補佐

コ育種センター

・十日町試験地

・ ヨ菫 総務課補佐 (佐藤)

監査室長



(理事長 メ ッセー ジ )

森林総研における経理処理に係る調査委員会の設置について (8月 29日 )

DNA合成製品のプ リベイ ド問題に端を発 し、農研機構が本年 3月 28日 に公

表 した不適正な経理処理事案を受けて、森林総研でも同様な事案の調査を進め

て参 りました。先 日の理事長か らのメッセージでもふれましたが、今後の調査

の実施に当たっては、外部専門家の助言を受けるため、農水省所管の 5つ の研

究独法に外部専門家を中心 とする調査委員会が設置 されました。 これにより、

今後の調査は調査委員会に引き継がれ、調査委員会の下に調査が実施 されるこ

とになります.そ こで、今後の調査に関 して、研究職員の皆様に以下の諸点の

徹底をお願い します。

(1)調査への全面協力

早期の解明に向けて、 5つの研究独法間で連携を取 り、調査を進めてい

ます。研究職員の皆様には調査に際 して事実を申告願います。追加的な申

告も構いません。今回の調査後に、更なる事実が明 らかになると、森林総

研は社会的なイ言用を著 しく失 うことにな ります。

(2)関係データの保全

調査における事実の把握には、研究職員が保有する経理処理に係 る関係

書類・データの保全が不 可欠です。関係データの保全をお願い します。

(3)情報管理の徹底

調査は始まつたばか りですが、調査の重要性を認識 して、職員の皆様の

みならず外部の関係者についても、 しつか りとした情報管理の徹底をお願

い しま1。

森林総研が、ビジ ヨンであるわが国の将来にとつてなくてはならない先

導的研究機関 となるためには、研究所の業務の殆 どが国か らの運営交付金

によつて賄われていることを認識すると同時に、今後優れた研究成果を挙

げて社会の発展に寄与 したい と考えます。

理事長
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(企画 目総務担 当理事 メッセー ジ )

森林総研の職員の皆様ヘ

経理処理に係 る調査が実施 されるに当たつて (協 力の要請等 )

本 日、理事長メッセージ 「森林総研における経理処理に係 る調査委員会の設

置について (8月 29日 )」 において「調査への全面協力」、「関係データの保全」、

「情報管理の徹底」が研究職員の皆様に対 し発信 された ところです。森林総研

にとつて今回の調査は極めて重要であり、理事長メッセージの趣旨を肝に命ず

る必要があります。今一度、私からもその趣 旨をお伝え致 します。

(1)調査人の全面協力

調査は早期の全容解明にいlけ て、5つの独法間でi_4携 を取 り、全勢力を傾注

して進めることとしています。

今回の調査により、過去の膿を全て出 しL13り 、け じめをつける覚悟が必要で

す。

調査後に、 さらなる問題が明 らかになるような事態になると、森林総研は社

会的な信用・信頼を完仝に失 うことにな ります。また、そのことにより調査期

間が長期化 し、研究所 にとつても職員の皆 さんにとつても大きな負担 とな りま

す。 このような事態を避けるために、職員の皆 さんには、調査に際 して事実を

正直に申告 していただ くようお願い します。追加的な中告をしていただいても

構いません。 言うまでもありませんが、調査において、万「、虚偽の申告が行

われると、処分等その後の措置は極めて重いものにならざるを得ないことを認

識 して下さいЭなお、聞き取 り調査等では、聴取 される職員、聴取する職員、

それぞれが顔見知 りの場合 もあると思われますが、調査は調査委員会で承認 さ

れた方針、手順、マニュアル等に従い、公平・公正な観点か ら実施 されますの

で、私事を排 し、お互い真摯な態度で調査に協力をお願い します。

(2)関係データ等の保全

調査による全容解明には、職員各々が保有す る業者 との取引に係 る関係書類

・データ等 (依頼・納爵l・ 送 り状等全ての書類、電子メール等)の保全が重

要であり、確実な保全 を行つていただくようお願い します。

(3)情報管理の徹底             ~
調査は始まったばか りですが、事実関係の解明はこれからです。職員の皆 さ

んの間では当然のこと、非常勤職員や出入りの業者等に対してもしつかりと情
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報管理をお願い します。事の重大性を認識 し、業者をはじめとする関係者の間

で、万が一にも疑念を持たれるような不適切な行為や言動を行わないよう、厳

に謹んで対応 されるようお願い します。

(4)再発防止

過去に何度 も、大学や研究所等で研究費の不正経理が摘発 され、処分等の報

道がなされています。 このことか ら、ほとんどの研究者の皆 さんには何が不正

であるかについては十分認識 されていると思います。

しか し、このような認識があ りなが ら、不正がなくならない背景には、研究

至上主義的 (研究成果 を上げることが、他の社会ルールより何 よりも優先する)

な意識が関係 しているものと思われます。研究者 として研究の成果を上げるた

めには、経理ルールは二の次 とい う意識です。森林総研での調査は開始 された

ばか りで、不正経理の全容 と原因についての解明は今後の調査結果を待つ しか

ありませんが、研究至上主義的な意識があったのではないかとの思いを否定で

きません。言 うまでもなく、経理ルールをしっか りと守ることは、研究資金を

獲得・利用する上での大前提です。そもそも私たちの研究や業務は国民の税金

によつて賄われているのです。再発防止 とい う観点から、このことを今 ―度再

確認 して下さい。

(5)その他

(1)でお願い したように、皆さんには調査に全面的に協力していただいて、

なるべ く早くけじめをつけることが重要です。その上で、名誉挽回のためには、

社会に役立つ優れた成果を上げて、森林総研の存在意義をアビールするこれま

で以上の努力が必要であることを認識 して頂 きたいと考えます。ただ し、今回

の件で、将来に対 して不安を抱き、研究に対 して消極的な気持ちになっている

方 もい らつしゃるかと思いますが、いたず らに後ろ向きになることなく、職場

の皆 さんと協力 して、優れた研究成果が上げ られるよう積極的に研究に取 り組

んでいただくようお願いいた します。

平成 26年 8月 29日

企画 。総務担当理事 鈴木信哉
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資料 11

調査体制 (調 査チーム)(案 )

(考 え方)                                 ,
本所、林木育種セ ンター、各支所、各育種場に調査員を指名 し、調査を行 う。

情報整理 I・l・ は、情報の共有ィヒ及び情報収集班の得た1青 報の分析 を行 う。

連絡調整班は、他法人等 との情報収集を行 う。

情報収集 lJIは 、代理店及び調査対象職員 (OBを含む)か らの事情聴取を行 う。

事務局をプロジェク ト第一 (B)室 に設置する。

センター、文所 、科学園、育種場の調査にあたつては、本所のチーム員が立会 う。

(体  奉1)

調 査 チー ム長 月巳

情報整理班

連 絡調整班

情報 1又 集班

林木育種

セ ンター

各 支 所

科  学 園

各 育 種 場

後総括審議役    テーム長補佐 審議役、総務部長

◎は班長

◎総務課長、総務課長補佐 (人事・服務担当)、 職員課長補佐

◎監査室長、総務課長補佐 (文書・秘書担当)

◎研究管理科長

労務調整室長、職員課長、安全衛生専門職、給与専門職

経理課長、経理課長補佐、予算決算専門職、資料課長

◎育種企画課長、指導課長(遺伝資源管理主幹

◎庶務課長、課長補佐 (四 国は庶務係長 )、 連絡調整室長

◎庶務課長、業務課長

◎遺伝資源管理課長、育種技術専門役

79
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今後のスケジユール (案 )

本  所 センター・支所・育種場 取引業者 (共 通 ) その他

8月 第4週

會

第¬回調査委員会 (8月 26日 )

・予備的調査の要説明
'調 査方針・方法の審議

9月

第 1週
自己申告で

「あり」の者

関与あり業者への

保全等依頼

契約データの抽出

調査チニム員令の説明 (9月 1日 )

第2週

Ｅ
橿
曇
増
ｉ
ｌ
≪

聴き取り調査

対象者全員
業者にデータ提供

.し 、事実確認依頼

第 3週
自己申告で

「なし」の者
鷲 ζ

業者ヒヤリング

第4週
経理担当者

整合性の確認

第5週 郎 郎 γ

10月

第 1週
OB職員

疑義職員再調査

OB職員

疑義職員再調査

めとまりと間中書

董

露

鶏

第2週

震
麗

爾

墜

穐

塵

鷺

第2回調査委員会開催 (10月 上

旬 )

・調査状況の審議
・発生原因の分析

第3週

臓
選
聾
修
選
露
膠
霊

第4週

第5週 調査結果の取りまとめ

11月

第 1週

第2週

第3週

第二回調査委員会 (11月 中旬 )

・調査結果の認定
・再発防止策の策定

第4週

※ 調査対象職員  研究職員 520人 (現役 458人 、 OB 62人 )

一般職員  9¬ 人 (現役 83人 、 OB 8人 )

※ 第2回 の調査委員会の審議により第4回 の開催も検討

圏
圏

圏

圏

圏

吻

颯

圏

璽

饉

ヒ

肉

圏

彊

橿

舅

圏

仁

圏
議
轟
量
圏

ポ
赳
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平
成
２
６
年
８
月

日
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局

独
立
行
政
法
人
改
革
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

（
平
成
２
５
年
１
２
月
２
４
日
閣
議
決
定
）

平
成
２
６
年
度
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果

【
注
記
】

○
本
資
料
は
、
「
独
立
行
政
法
人
改
革
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
（
以
下
「
閣
議
決
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
本
年
７
月
１
日
※
現
在
の
実
施
状
況
等
を

と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

○
「
講
ず
べ
き
措
置
」
は
、
閣
議
決
定
か
ら
転
記
し
た
。

○
「
措
置
状
況
」
の
欄
は
、
本
年
７
月
１
日
※
時
点
で
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
区
分
に
よ
り
整
理
し
た
。

１
・
・
・
措
置
済
み

２
・
・
・
一
部
実
施
・
実
施
中
（
継
続
的
に
実
施
す
る
も
の
を
含
む
）

３
・
・
・
未
実
施

○
「
措
置
内
容
・
理
由
等
」
の
欄
は
、
本
年
７
月
１
日
時
点
※
で
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
具
体
的
内
容
を
記
載
し
た
。

○
「
今
後
の
対
応
方
針
」
の
欄
は
、
本
年
７
月
１
日
時
点
※
で
の
今
後
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
記
載
し
た
。

※
7
月
１
日
以
降
に
特
段
の
進

捗
が
あ
っ
た
場
合
は
、
記
載
の
追
加
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
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４
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。
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２
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４
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独
立
行
政
法
人
制
度
の
見
直
し

（
様
式
）

１
．
法
人
の
裁
量
、
国
の
関
与
の
度
合
い
等
に
応
じ
た
法
人
の
分
類

措
置
状
況

措
置
内
容
等

0
1

1

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
6
年
法

律
第
6
6
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
独
法
通
則
法
（
以
下
「
改
正
独
法

通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
及
び
第
5
1
条
で
措
置
済
み
。
（
政

省
令
の
所
要
の
改
正
等
を
行
う
べ
く
、
内
閣
官
房
・
総
務
省
・
各

府
省
が
連
携
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
）

２
．
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が
機
能
す
る
目
標
・
評
価
の
仕
組
み
の
構
築

措
置
状
況

措
置
内
容
等

0
2

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
2
条
、
第
3
5
条
の
６
及
び
第
3
5
条
の
1
1
で
措

置
済
み
。

0
3

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
2
条
、
第
3
5
条
の
６
及
び
第
3
5
条
の
1
2
で
措

置
済
み
。

0
4

－
－

0
5

2

総
務
省
に
お
い
て
、
政
府
統
一
的
な
指
針
の
案
を
政
策
評
価
・
独

立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
諮
問
す
る
と
と
も
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
実
施
。
同
委
員
会
か
ら
は
平
成
2
6
年
８
月
下
旬
～
９

月
上
旬
に
答
申
を
受
け
る
予
定
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、

同
年
９
月
上
旬
ま
で
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

　
独
立
行
政
法
人
が
実
施
す
る
事
務
・
事
業
に
は
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
る
が
、
現
行
制
度
で
は
法
人
分
類
を
設
け
て

お
ら
ず
、
多
く
の
ル
ー
ル
が
全
法
人
一
律
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
法
人
の
政
策
実
施
機
能
の
強
化
を
図
り
、

適
切
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
構
築
し
て
い
く
た
め
、
法
人
の
事
務
・
事
業
の
特
性
に
応
じ
、
法
人
を
分
類
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
業
務
に
係
る
成
果
の
最
大
化
や
質
の
向
上
に
必
要
な
目
標
管
理
の
仕
組
み
の
在
り
方
、
業
務
運
営
に

お
け
る
法
人
の
裁
量
と
国
の
関
与
の
程
度
、
業
務
の
停
滞
が
国
民
生
活
や
社
会
経
済
に
与
え
る
影
響
の
度
合
い
等
を
基

に
、
法
人
を
以
下
の
３
つ
に
分
類
し
、
各
分
類
に
即
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
構
築
す
る
。

　
①
 
中
期
目
標
管
理
に
よ
り
事
務
・
事
業
を
行
う
法
人

　
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
等
の
業
務
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
中
期
目
標
管
理
に
よ
り
高
い
自
主
性
・
自

律
性
を
発
揮
し
つ
つ
事
務
・
事
業
を
行
う
法
人
（
以
下
「
中
期
目
標
管
理
型
の
法
人
」
と
い
う
。
）

　
②
 
中
長
期
的
な
目
標
管
理
に
よ
り
研
究
開
発
に
係
る
事
務
・
事
業
を
行
う
法
人

　
「
研
究
開
発
成
果
の
最
大
化
」
を
目
的
と
し
、
研
究
開
発
業
務
の
長
期
性
、
専
門
性
等
に
対
応
し
た
特
有
の
中
長
期

的
な
目
標
管
理
に
よ
り
研
究
開
発
に
係
る
事
務
・
事
業
を
主
要
な
業
務
と
し
て
行
う
法
人
（
以
下
「
研
究
開
発
型
の
法

人
」
と
い
う
。
）

　
③
 
単
年
度
の
目
標
管
理
に
よ
り
事
務
・
事
業
を
行
う
法
人

　
国
の
相
当
な
関
与
の
下
に
国
の
行
政
事
務
と
密
接
に
関
連
し
た
事
務
・
事
業
を
確
実
・
正
確
に
執
行
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
役
職
員
に
国
家
公
務
員
の
身
分
を
付
与
し
た
上
で
、
国
の
単
年
度
予
算
管
理
と
合
わ
せ
た
単
年
度
の
目
標
管

理
に
よ
り
事
務
・
事
業
を
行
う
法
人
（
以
下
「
単
年
度
管
理
型
の
法
人
」
と
い
う
。
）

　
法
人
の
役
職
員
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
法
人
に
高
い
自
主
性
・
自
律
性
を
発
揮
さ
せ
た
業
務
運
営
を
行
わ
せ
る
こ
と

に
よ
り
国
民
向
け
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
、
業
務
の
成
果
の
最
大
化
を
実
現
す
る
た
め
、
財
務
・
会
計
面
に
お
け
る
運

用
と
同
様
、
人
事
・
給
与
面
で
の
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
運
用
が
で
き
る
よ
う
、
非
公
務
員
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
単
年
度
管
理
型
の
法
人
は
、
そ
の
行
う
事
務
・
事
業
が
国
の
行
政
事
務
と
一
体
的
な
進
行
管
理
に
よ
り
確

実
・
正
確
な
執
行
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
業
務
の
停
滞
は
、
国
民
生
活
又
は
社
会
経
済
の
安
定
に
直
接
か
つ
著
し
い
支
障

を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
争
議
行
為
の
禁
止
な
ど
国
家
公
務
員
と
同
様
の
厳
し
い
服
務
を
適
用
す
る
た
め
、
そ
の
役
職
員

は
国
家
公
務
員
と
す
る
。

　
中
期
目
標
管
理
型
の
法
人
、
単
年
度
管
理
型
の
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
以
下
の
２
．
か
ら
４
．
に
記
載
す
る
と
お
り

で
あ
り
、
評
価
主
体
の
変
更
や
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
な
ど
の
事
項
は
研
究
開
発
型
の
法
人
に
も
適
用
す
る
が
、
研

究
開
発
業
務
に
特
有
の
目
標
管
理
の
仕
組
み
の
導
入
な
ど
研
究
開
発
型
の
法
人
に
固
有
の
事
項
は
、
５
．
で
後
述
す

る
。

－

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

（
１
）
効
率
的
か
つ
実
効
性
の
あ
る
評
価
体
制
の
構
築

主
務
大
臣
が
法
人
の
業
績
評
価
を
実
施
す
る
仕
組
み
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
の
下
で
の
政
策
の
P
D
C
A
サ
イ

ク
ル
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
評
価
手
続
の
効
率
化
を
図
る
。

－

主
務
大
臣
は
、
業
績
評
価
の
結
果
、
成
果
が
不
十
分
、
事
務
・
事
業
が
非
効
率
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
目
標
が
達
成
で
き

な
い
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
人
に
対
し
て
業
務
運
営
の
改
善
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

－

主
務
大
臣
は
、
政
策
の
実
施
部
門
で
あ
る
法
人
の
業
績
評
価
結
果
を
政
策
の
企
画
立
案
部
門
で
あ
る
国
の
政
策
評
価
及

び
政
策
へ
の
反
映
に
活
用
す
る
。
ま
た
、
政
策
評
価
の
結
果
を
当
該
政
策
体
系
下
の
実
施
部
門
で
あ
る
法
人
の
業
績
評

価
及
び
法
人
の
組
織
や
事
業
の
見
直
し
に
活
用
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

（
２
）
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
の
在
り
方

総
務
大
臣
は
、
法
人
の
業
務
の
特
性
や
類
型
を
踏
ま
え
て
、
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
に
関
す
る
政
府
統
一
的
な
指
針

（
基
準
や
評
語
等
）
を
策
定
す
る
。

主
務
大
臣
は
、
法
律
や
総
務
大
臣
が
策
定
す
る
指
針
に
基
づ
き
目
標
設
定
を
具
体
的
に
行
う
と
と
も
に
、
毎
年
度
、
評

価
事
務
の
効
率
化
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
適
正
か
つ
厳
正
に
業
績
評
価
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
主
務
大
臣
は
、
目
標
案
又

は
そ
の
変
更
案
を
作
成
す
る
際
に
は
、
法
人
と
十
分
に
意
思
疎
通
を
図
る
も
の
と
す
る
。

平
成
2
6
年
９
月
上
旬
ま
で
に
指
針
を
策
定
す
べ
く
、
現
在
、
総
務
省

に
お
い
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
検
討
中
。
指
針
策
定
後

は
、
主
務
大
臣
が
当
該
指
針
に
基
づ
き
、
法
人
と
の
意
思
疎
通
を
十

分
に
図
っ
た
上
で
目
標
設
定
す
る
と
と
も
に
、
評
価
を
実
施
し
て
い

く
。
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0
6

1
（
前
段
）

改
正
独
法
通
則
法
第
2
8
条
の
４
で
措
置
済
み
。

0
7

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
2
条
及
び
第
3
5
条
の
６
で
措
置
済
み
。

0
8

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
及
び
第
3
5
条
の
７
で
措
置
済
み
。

0
9

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
の
９
及
び
第
3
5
条
の
1
1
で
措
置
済
み
。

1
0

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
の
1
1
第
２
項
で
措
置
済
み
。

1
1

1

改
正
独
法
通
則
法
第
2
9
条
、
第
3
2
条
、
第
3
5
条
の
４
、
第
3
5
条
の

６
及
び
第
3
5
条
の
1
1
で
措
置
済
み
。
（
政
省
令
の
所
要
の
改
正
等

を
行
う
べ
く
、
内
閣
官
房
・
総
務
省
・
各
府
省
が
連
携
し
て
作
業

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
）

1
2

1
（
前
段
）

改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
、
第
3
5
条
の
２
、
第
3
5
条
の
７
及
び
第

3
5
条
の
８
で
措
置
済
み
。

1
3

1
改
正
独
法
通
則
法
第
1
2
条
の
２
及
び
第
2
8
条
の
２
で
措
置
済
み
。

1
4

1

（
前
段
）

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
6
年
法
律
第
6
7
号
。
以

下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
4
6
条
で
措
置
済
み
。

法
人
は
、
業
績
評
価
結
果
を
活
用
し
、
主
務
大
臣
か
ら
指
示
さ
れ
た
目
標
の
達
成
に
向
け
、
計
画
の
見
直
し
な
ど
必
要

な
業
務
運
営
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
業
績
評
価
結
果
の
反
映
状
況
を
毎
年
度
公
表
す
る
。
主
務
大
臣
は
、
業
績
評

価
結
果
を
、
中
期
目
標
期
間
終
了
時
に
お
け
る
業
務
及
び
組
織
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
、
次
期
中
期
目
標
期
間
に
お
け

る
目
標
設
定
や
予
算
要
求
な
ど
の
際
に
活
用
す
る
。

（
後
段
）

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

（
３
）
法
人
分
類
に
応
じ
た
評
価
手
続
の
整
備

　
①
中
期
目
標
管
理
型
の
法
人
に
お
け
る
評
価
手
続

中
期
目
標
期
間
に
係
る
業
績
評
価
の
時
期
を
早
め
る
こ
と
と
し
、
最
終
年
度
に
お
い
て
、
前
年
度
ま
で
の
業
績
及
び
最

終
年
度
の
業
績
の
見
込
み
を
対
象
に
評
価
を
行
う
仕
組
み
と
す
る
。

－

主
務
大
臣
は
、
中
期
目
標
期
間
終
了
時
に
お
け
る
業
務
及
び
組
織
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
の
際
に
は
、
業
務
継
続
の
必

要
性
の
検
討
に
と
ど
ま
ら
ず
、
組
織
自
体
の
存
続
の
必
要
性
を
含
め
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
必
ず
検
討
を
行
い
、

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
検
討
結
果
及
び
講
ず
る
措
置
内
容
を
公
表
す
る
。

－

　
②
単
年
度
管
理
型
の
法
人
に
お
け
る
評
価
手
続

主
務
大
臣
が
毎
年
度
、
法
人
に
対
し
て
目
標
を
指
示
す
る
と
と
も
に
業
績
評
価
を
実
施
す
る
と
い
う
単
年
度
の
目
標
管

理
の
仕
組
み
を
基
本
と
す
る
。

－

主
務
大
臣
は
、
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
の
業
績
評
価
に
加
え
、
中
期
的
に
も
評
価

を
実
施
す
る
。

－

（
４
）
第
三
者
機
関
に
よ
る
業
績
評
価
結
果
等
の
点
検
、
勧
告
等

第
三
者
機
関
は
、
主
務
大
臣
の
中
期
目
標
案
及
び
中
期
目
標
期
間
に
係
る
業
績
評
価
結
果
（
単
年
度
管
理
型
の
法
人
に

あ
っ
て
は
、
一
定
期
間
ご
と
に
主
務
大
臣
が
実
施
す
る
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
評
価
結
果
）
を
点
検
し
、
必
要

と
認
め
る
場
合
に
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

－

さ
ら
に
、
第
三
者
機
関
は
、
中
期
目
標
期
間
終
了
時
に
お
け
る
業
務
及
び
組
織
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
結
果
及
び
講
ず

る
措
置
内
容
を
点
検
し
、
主
要
な
事
務
・
事
業
の
改
廃
の
勧
告
や
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
す
る
勧
告
事
項
に
つ
い
て
の

意
見
具
申
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
法
人
の
見
直
し
が
実
効
性
あ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
政
府
の
行
政
改
革
関

係
部
門
は
適
切
に
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
後
段
）

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
政
府
の
行
政
改
革
関
係
部
門
に
お
い
て

適
切
に
連
携
を
図
る
。

第
三
者
機
関
は
、
総
務
大
臣
の
指
針
並
び
に
評
価
の
制
度
及
び
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
総
務
大
臣

又
は
主
務
大
臣
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

－

総
務
省
の
行
政
評
価
・
監
視
の
調
査
対
象
に
法
人
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
第
三
者
機
関
が
点
検
等
の
業
務
を
行
う
場
合

に
は
、
総
務
省
の
調
査
結
果
や
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
点
検
結
果
を
活
用
す
る
。

（
後
段
）

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
第
三
者
機
関
が
点
検
等
の
業
務
を
行
う

場
合
に
は
、
総
務
省
の
調
査
結
果
や
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
点

検
結
果
を
活
用
す
る
。
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３
．
法
人
の
内
外
か
ら
業
務
運
営
を
改
善
す
る
仕
組
み
の
導
入

措
置
状
況

措
置
内
容
等

1
5

2

（
前
段
）

改
正
独
法
通
則
法
第
1
9
条
、
第
1
9
条
の
２
、
第
3
9
条
及
び
第
3
9
条

の
２
で
措
置
済
み
。
（
省
令
の
所
要
の
改
正
等
を
行
う
べ
く
、
内

閣
官
房
・
総
務
省
・
各
府
省
が
連
携
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
）

1
6

1
改
正
独
法
通
則
法
第
2
8
条
で
措
置
済
み
。

1
7

1
改
正
独
法
通
則
法
第
2
1
条
の
４
及
び
第
2
5
条
の
２
で
措
置
済
み
。

1
8

1
（
前
段
）

改
正
独
法
通
則
法
第
2
1
条
、
第
2
1
条
の
２
及
び
第
2
1
条
の
３
で
措

置
済
み
。

1
9

－
－

2
0

1
改
正
独
法
通
則
法
第
2
0
条
で
措
置
済
み
。

2
1

1

改
正
独
法
通
則
法
第
5
0
条
の
４
、
第
5
0
条
の
５
、
第
5
0
条
の
６
、

第
5
0
条
の
７
、
第
5
0
条
の
８
、
第
5
0
条
の
９
及
び
第
5
0
条
の
1
1
で

措
置
済
み
。
（
政
省
令
の
所
要
の
改
正
等
を
行
う
べ
く
、
内
閣
官

房
・
総
務
省
・
各
府
省
が
連
携
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
）

2
2

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
の
３
、
第
3
5
条
の
８
及
び
第
3
5
条
の
1
2

で
措
置
済
み
。

４
．
財
政
規
律
、
報
酬
・
給
与
等
の
見
直
し
、
調
達
の
合
理
化
及
び
情
報
公
開
の
充
実

措
置
状
況

措
置
内
容
等

2
3

1

運
営
費
交
付
金
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
使
用
の
責
務
に
つ
い
て
は

改
正
独
法
通
則
法
第
4
6
条
第
２
項
で
、
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て

の
特
性
・
自
主
性
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
第
３
項
で
そ

れ
ぞ
れ
措
置
済
み
。

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

（
１
）
監
事
の
機
能
強
化
等
に
よ
る
法
人
の
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化

監
事
・
会
計
監
査
人
の
調
査
権
限
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
役
員
の
不
正
行
為
等
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
等
へ
の
報

告
及
び
監
査
報
告
の
作
成
を
義
務
付
け
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
併
せ
、
監
事
監
査
の
指
針
や
会
計
監
査
の
指
針
を
見
直
す

ほ
か
、
監
事
向
け
の
研
修
・
啓
発
の
実
施
、
主
務
大
臣
と
監
事
と
の
定
期
的
な
意
見
交
換
の
実
施
、
監
事
と
会
計
監
査

人
・
第
三
者
機
関
等
と
の
連
携
強
化
、
監
事
を
補
佐
す
る
体
制
の
整
備
な
ど
、
監
事
の
機
能
の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る

た
め
の
運
用
面
で
の
取
組
に
つ
い
て
も
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
の
質
の
向
上
を
図
る
。

（
前
段
）

平
成
2
6
年
度
中
の
総
務
省
令
及
び
主
務
省
令
の
制
定
に
必
要
な
準
備

を
進
め
る
。

（
後
段
）

平
成
2
6
年
度
中
に
監
事
監
査
の
指
針
を
改
訂
す
べ
く
、
総
務
省
の
サ

ポ
ー
ト
の
下
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
等
監
事
連
絡
会
に
お
い

て
、
運
用
面
の
充
実
を
含
め
、
指
針
の
具
体
的
内
容
を
検
討
中
。
平

成
2
6
年
度
中
に
会
計
監
査
の
指
針
を
改
訂
す
べ
く
、
総
務
省
の
独
立

行
政
法
人
会
計
基
準
研
究
会
に
お
い
て
、
指
針
の
具
体
的
内
容
を
検

討
中
。

今
後
、
当
該
閣
議
決
定
及
び
こ
れ
ら
の
指
針
を
踏
ま
え
、
各
法
人
に

お
い
て
、
運
用
面
で
の
取
組
を
充
実
さ
せ
る
。

法
人
は
、
法
令
等
を
遵
守
し
つ
つ
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
。

－

役
員
に
職
務
忠
実
義
務
及
び
任
務
懈
怠
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
課
し
、
業
務
運
営
上
の
義
務
と
責
任
を
明
確
化
す

る
。

平
成
2
6
年
度
中
の
総
務
大
臣
の
定
め
る
額
の
制
定
に
必
要
な
準
備
を

進
め
る
。

中
期
目
標
の
達
成
に
責
任
を
持
た
せ
る
た
め
、
法
人
の
長
の
任
期
を
中
期
目
標
期
間
に
対
応
さ
せ
る
と
と
も
に
、
監
事

の
地
位
や
職
務
遂
行
の
安
定
性
を
強
化
し
つ
つ
決
算
関
連
業
務
を
考
慮
す
る
た
め
、
監
事
の
任
期
を
中
期
目
標
期
間
の

最
終
年
度
の
財
務
諸
表
承
認
日
ま
で
と
す
る
。
ま
た
、
財
務
諸
表
の
早
期
確
定
及
び
監
事
の
任
期
の
安
定
性
を
確
保
す

る
観
点
か
ら
、
主
務
大
臣
は
、
法
人
か
ら
の
財
務
諸
表
提
出
後
、
速
や
か
に
財
務
諸
表
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
特
段
の
事
情

が
な
い
限
り
、
遅
く
と
も
８
月
末
ま
で
に
は
承
認
す
る
よ
う
努
め
る
。

（
後
段
）

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

会
計
監
査
人
に
つ
い
て
は
、
適
格
性
を
主
務
大
臣
が
チ
ェ
ッ
ク
し
た
上
で
、
監
事
の
同
意
を
得
て
継
続
し
て
同
一
の
会

計
監
査
人
を
選
任
し
、
法
人
が
複
数
年
度
に
わ
た
っ
て
同
一
の
会
計
監
査
人
と
契
約
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
主
務

大
臣
は
、
当
該
法
人
に
対
す
る
監
査
の
ノ
ウ
ハ
ウ
継
続
に
よ
る
監
査
の
質
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

う
し
た
手
法
を
活
用
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

役
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
法
人
が
適
切
に
政
策
実
施
機
能
を
発
揮
で
き
る
体
制
と
す
る
よ
う
、
説
明
責
任
を
果
た
し

つ
つ
、
適
材
適
所
の
人
材
登
用
の
徹
底
を
図
る
。

－

（
２
）
法
人
の
役
職
員
へ
の
再
就
職
あ
っ
せ
ん
等
に
関
す
る
規
制
の
導
入

役
職
員
が
非
公
務
員
で
あ
る
法
人
の
役
職
員
に
対
し
、
再
就
職
あ
っ
せ
ん
等
に
関
す
る
規
制
を
導
入
す
る
。

平
成
2
6
年
中
の
政
令
等
の
制
定
に
向
け
た
作
業
を
進
め
る
と
と
も

に
、
平
成
2
6
年
度
中
の
所
管
府
省
に
お
け
る
主
務
省
令
の
制
定
に
必

要
な
準
備
を
進
め
る
。

（
３
）
主
務
大
臣
に
よ
る
事
後
的
な
是
正
措
置

法
人
及
び
役
職
員
の
違
法
行
為
や
不
正
行
為
、
法
人
の
著
し
く
不
適
正
な
業
務
運
営
に
対
し
、
主
務
大
臣
が
違
法
・
不

正
行
為
の
是
正
、
業
務
運
営
の
改
善
の
命
令
を
そ
れ
ぞ
れ
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

－

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

法
人
へ
の
運
営
費
交
付
金
が
国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
を
財
源
に
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
人
に
対
し
運
営
費

交
付
金
を
適
切
か
つ
効
率
的
に
使
用
す
る
責
務
を
課
す
。
一
方
、
制
度
の
運
用
に
当
た
り
、
独
立
行
政
法
人
の
多
種
多

様
な
事
務
・
事
業
の
特
性
や
業
務
運
営
に
お
け
る
自
主
性
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

－
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2
4

2
総
務
省
に
お
い
て
、
会
計
基
準
及
び
事
業
報
告
書
の
様
式
を
平
成

2
6
年
度
中
に
見
直
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

2
5

2
総
務
省
に
お
い
て
、
効
率
化
目
標
も
含
め
、
政
府
統
一
的
な
目
標

の
指
針
を
平
成
2
6
年
夏
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

2
6

－
－

2
7

1

（
前
段
・
後
段
と
も
）

当
該
閣
議
決
定
を
受
け
て
、
総
務
省
か
ら
「
独
立
行
政
法
人
の
経

営
努
力
認
定
に
つ
い
て
」
を
通
知
済
み
（
平
成
2
6
年
６
月
2
7

日
）
。

2
8

1
当
該
閣
議
決
定
を
受
け
て
、
総
務
省
か
ら
「
次
期
中
期
目
標
期
間

へ
の
積
立
金
の
繰
越
し
に
つ
い
て
」
を
通
知
済
み
（
平
成
2
6
年
６

月
2
7
日
）
。

2
9

－
－

3
0

2
総
務
省
に
お
い
て
、
会
計
基
準
を
平
成
2
6
年
度
中
に
見
直
す
こ
と

と
し
て
い
る
。

3
1

2
（
後
段
）

総
務
省
に
お
い
て
、
会
計
基
準
を
平
成
2
6
年
度
中
に
見
直
す
こ
と

と
し
て
い
る
。

国
か
ら
事
前
に
使
途
が
特
定
さ
れ
な
い
運
営
費
交
付
金
の
根
幹
を
維
持
し
つ
つ
も
、
各
法
人
の
事
業
等
の
ま
と
ま
り
ご

と
に
予
算
の
見
積
り
及
び
執
行
実
績
を
明
ら
か
に
し
、
著
し
い
乖
離
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
説
明
さ
せ
る
こ
と

と
す
る
。
た
だ
し
、
予
算
の
硬
直
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
運
用
に
お
い
て
十
分
に
留
意
す
る
。

（
前
段
）

平
成
2
6
年
度
中
に
会
計
基
準
及
び
事
業
報
告
書
の
様
式
を
見
直
す
べ

く
、
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
研
究
会
に
お
い
て
、
事
業

等
の
ま
と
ま
り
の
単
位
に
つ
い
て
検
討
中
。

（
後
段
）

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い

く
。

中
期
目
標
に
お
い
て
主
務
大
臣
が
指
示
す
る
効
率
化
目
標
に
つ
い
て
は
、
各
法
人
の
事
務
・
事
業
の
実
態
や
こ
れ
ま
で

の
効
率
化
努
力
等
を
踏
ま
え
、
画
一
的
で
硬
直
的
な
目
標
で
は
な
く
、
法
人
ご
と
に
適
切
な
目
標
を
設
定
す
る
よ
う
努

め
る
。

平
成
2
6
年
夏
に
指
針
を
策
定
す
べ
く
、
現
在
、
総
務
省
に
お
い
て
、

そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
検
討
中
。
指
針
策
定
後
は
、
主
務
大
臣

が
そ
の
指
針
に
基
づ
き
目
標
設
定
、
評
価
を
実
施
し
て
い
く
。

法
人
の
増
収
意
欲
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
自
己
収
入
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
運
営
費
交
付
金
の
要
求
時

に
、
自
己
収
入
の
増
加
見
込
額
を
充
て
て
行
う
新
規
業
務
の
経
費
を
見
込
ん
で
要
求
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
よ

り
、
当
該
経
費
に
充
て
る
額
を
運
営
費
交
付
金
の
要
求
額
の
算
定
に
当
た
り
減
額
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
法
人
の
事
務
・
事
業
や
収
入
の
特
性
に
応
じ
、
臨
時
に
発
生
す
る
寄
附
金
や
受
託
収
入
な
ど
の
自
己
収
入
で

あ
っ
て
そ
の
額
が
予
見
で
き
な
い
性
質
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
交
付
金
の
算
定
に
お
い
て
控
除
対
象
外
と
す

る
。

こ
れ
ら
の
取
組
の
ほ
か
、
事
務
・
事
業
の
特
性
や
業
績
評
価
結
果
等
も
踏
ま
え
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
資
源
配
分
を
行

う
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

毎
年
度
の
剰
余
金
の
処
理
に
当
た
り
、
法
人
の
業
務
と
運
営
費
交
付
金
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
運
営
費

交
付
金
で
賄
う
経
費
の
節
減
に
よ
り
生
じ
た
利
益
の
一
定
割
合
（
原
則
と
し
て
５
割
）
を
経
営
努
力
と
し
て
認
め
る
ほ

か
、
恒
常
的
な
業
務
で
あ
っ
て
も
新
た
な
テ
ー
マ
や
工
夫
に
よ
る
取
組
に
つ
い
て
新
規
の
利
益
と
認
め
、
前
年
度
実
績

で
は
な
く
過
去
の
平
均
実
績
の
利
益
を
上
回
れ
ば
足
り
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
認
定
基
準
の
要
件
を
改
善
す
る
こ
と
と

す
る
。
ま
た
、
速
や
か
に
認
定
手
続
を
行
う
こ
と
と
し
、
中
期
計
画
に
定
め
た
範
囲
で
様
々
な
使
途
に
迅
速
に
活
用
で

き
る
こ
と
と
す
る
。

－

法
人
の
積
立
金
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
中
期
目
標
期
間
を
ま
た
い
で
円
滑
に
事
務
・
事
業
を
執
行
さ
せ
る
と
と
も
に
、

中
期
目
標
期
間
の
最
終
年
度
に
お
い
て
も
経
営
努
力
を
促
す
た
め
、
繰
越
事
由
を
拡
大
す
る
こ
と
と
し
、
中
期
目
標
期

間
終
了
時
の
積
立
金
の
う
ち
、

・
資
材
調
達
業
者
の
倒
産
や
震
災
の
影
響
、
共
同
研
究
の
相
手
先
の
研
究
遅
延
な
ど
自
己
の
責
任
で
な
い
事
由
に
よ
り

中
期
目
標
期
間
内
に
使
用
で
き
な
か
っ
た
場
合

・
中
期
目
標
期
間
の
最
終
年
度
に
経
営
努
力
認
定
に
相
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合

に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
中
期
目
標
期
間
を
超
え
る
繰
越
し
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。

－

法
人
の
業
務
上
の
余
裕
金
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
1
0
3
号
）
に
よ
り
、
預
金
や
国
債
の
ほ
か
、

主
務
大
臣
が
指
定
す
る
有
価
証
券
等
に
限
定
し
て
運
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
産
運
用
を
行
う
こ
と

を
本
来
の
業
務
と
し
て
い
る
法
人
や
個
別
法
で
例
外
規
定
を
設
け
て
い
る
法
人
を
除
け
ば
、
そ
も
そ
も
投
機
的
な
金
融

取
引
を
行
っ
て
ま
で
収
益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
主
務
大
臣
は
、
安
全
資
産
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
確
認
し
て
有
価
証
券
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

法
人
の
会
計
基
準
に
つ
い
て
、
損
益
均
衡
の
仕
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、
事
業
等
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
区
分
さ
れ
た
情
報

を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
業
務
達
成
基
準
を
採
用
す
る
な
ど
の
見
直
し
を
行
う
。
ま
た
、
法
人
に
お
け
る

管
理
会
計
の
活
用
等
に
よ
り
自
律
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
現
を
図
る
。

（
前
段
）

平
成
2
6
年
度
中
に
会
計
基
準
を
見
直
す
べ
く
、
総
務
省
の
独
立
行
政

法
人
会
計
基
準
研
究
会
に
お
い
て
検
討
中
。

（
後
段
）

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

単
年
度
管
理
型
の
法
人
の
運
営
費
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
見
積
り
に
基
づ
き
交
付
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
上

で
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
繰
越
し
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
単
年
度
の
財
政
措
置
と
す
る
こ
と
に
伴

い
、
運
営
費
交
付
金
の
会
計
上
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
、
会
計
基
準
を
見
直
す
。

（
前
段
）

総
務
省
に
お
い
て
、
平
成
2
6
年
度
中
に
単
年
度
管
理
型
の
法
人
に
対

応
す
る
べ
く
「
次
期
中
期
目
標
期
間
へ
の
積
立
金
の
繰
り
越
し
に
つ

い
て
」
（
平
成
2
6
年
６
月
2
7
日
総
務
省
通
知
）
を
改
訂
す
る
。

（
後
段
）

平
成
2
6
年
度
中
に
会
計
基
準
を
見
直
す
べ
く
、
総
務
省
の
独
立
行
政

法
人
会
計
基
準
研
究
会
に
お
い
て
検
討
中
。

4
 



3
2

2
業
績
給
等
の
実
施
状
況
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
6
年
夏
に
総

務
省
に
お
い
て
改
訂
す
る
予
定
の
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
盛
り
込
む
べ
く
検
討
中
。

3
3

－
－

3
4

2
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
6
年
夏
に
総
務
省
に
お
い
て
報
酬
・
給

与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
訂
す
る
予
定
。

3
5

1
改
正
独
法
通
則
法
第
5
0
条
の
２
、
第
5
0
条
の
1
0
、
第
5
2
条
及
び
第

5
7
条
で
措
置
済
み
。

3
6

2
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
6
年
夏
に
総
務
省
に
お
い
て
報
酬
・
給

与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
訂
す
る
予
定
。

3
7

2
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
6
年
夏
に
総
務
省
に
お
い
て
報
酬
・
給

与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
訂
す
る
予
定
。

3
8

2
総
務
省
に
お
い
て
、
平
成
2
6
年
度
中
に
閣
議
決
定
の
趣
旨
に
沿
っ

た
弾
力
的
な
仕
組
み
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

3
9

2
総
務
省
に
お
い
て
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な

ケ
ー
ス
を
平
成
2
6
年
夏
頃
に
示
す
と
と
も
に
、
調
達
に
関
す
る
新

た
な
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
の
報
酬
・
給
与
・
退
職
手
当
は
、
人
件
費
総
額
に
つ
い
て
国
が
中
期
計
画
の
認
可
を
通
し
て

関
与
す
る
も
の
の
、
支
給
基
準
は
主
務
大
臣
に
届
け
出
れ
ば
足
り
、
職
員
数
は
法
人
の
独
自
の
判
断
で
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
な
ど
、
法
人
の
自
律
的
な
運
営
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
現
行
制
度
下
に
お
い
て
も
、
各
法
人
の
判
断
で
、
年

俸
制
を
含
め
た
業
績
給
な
ど
、
事
務
・
事
業
の
特
性
に
応
じ
た
よ
り
柔
軟
な
報
酬
・
給
与
制
度
の
導
入
が
可
能
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
柔
軟
な
報
酬
・
給
与
制
度
の
導
入
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
、
各
法
人
に
お
い
て
業
績
給
等

の
実
施
状
況
を
公
表
さ
せ
、
そ
の
導
入
を
促
進
す
る
。

ま
た
、
職
員
表
彰
や
賞
与
の
一
部
を
活
用
し
た
報
奨
金
制
度
の
導
入
、
成
績
不
良
者
に
対
す
る
厳
正
な
対
応
の
実
施
な

ど
、
信
賞
必
罰
の
考
え
方
の
下
、
業
績
評
価
を
反
映
す
る
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
業
績
の
向
上
や
業
務
の
効

率
化
を
促
進
す
る
。

業
績
評
価
を
反
映
す
る
取
組
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
当
該
閣
議
決
定

に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

ま
た
、
新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、

各
法
人
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

法
人
の
長
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
事
務
・
事
業
の
特
性
を
踏
ま
え
当
該
人
物
が
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
り
法

人
の
事
務
・
事
業
が
よ
り
一
層
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
人
物
の
能
力
・
経

歴
・
実
績
等
に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
の
報
酬
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
務
次
官
の
給
与
よ
り
高
い
水
準
の

報
酬
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
に
よ
る
長
の
任
命
に
際
し
て
報
酬
水
準
の
妥
当
性
を
十

分
に
検
証
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
毎
年
度
の
長
の
報
酬
額
を
法
人
が
決
定
す
る
際
に
は
、
法
人
の
業
績
評
価
を
十

分
に
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
や
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に

実
施
し
て
い
く
。

各
法
人
は
、
長
の
報
酬
水
準
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
職
務
内
容
の
特
性
、
参
考
と
な
る
他
法
人

の
事
例
等
を
用
い
て
公
表
す
る
。
ま
た
、
「
お
手
盛
り
」
と
な
ら
な
い
よ
う
、
監
事
等
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
も
の

と
す
る
。
そ
の
上
で
、
主
務
大
臣
は
法
人
の
説
明
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
納
得
が
得

ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
報
酬
額
の
見
直
し
な
ど
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
、
法
人
に
要
請
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。

ま
た
、
新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、

各
法
人
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

法
人
の
役
職
員
の
報
酬
・
給
与
の
支
給
基
準
の
設
定
に
当
た
り
、
役
職
員
が
非
公
務
員
で
あ
る
法
人
の
役
職
員
に
つ
い

て
は
職
務
の
特
性
や
国
家
公
務
員
・
民
間
企
業
の
役
員
・
従
業
員
の
報
酬
・
給
与
等
を
勘
案
し
、
役
職
員
が
公
務
員
で

あ
る
法
人
の
役
職
員
に
つ
い
て
は
国
家
公
務
員
の
給
与
を
参
酌
す
る
な
ど
、
設
定
の
考
え
方
を
具
体
的
に
明
記
す
る
。

－

法
人
の
給
与
水
準
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
事
務
・
事
業
の
特
性
等
を
踏
ま
え
当
該
事
務
・
事
業
が
よ
り
効
果
的
か
つ
効

率
的
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
国
家
公
務
員
よ
り
高
い
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
柔
軟
な
取
扱
い
に
よ
り
、
給
与
の
水
準
や
体
系
に
つ
い
て
法
人
の
自
由
度
を
高
め
る
一
方
、
透
明
性
向
上
や

説
明
責
任
の
一
層
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
人
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
給
与
水
準
を

毎
年
度
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
法
人
の
分
類
に
応
じ
、

①
　
役
職
員
が
非
公
務
員
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
と
の
比
較
に
加
え
、
当
該
法
人
と
就
職
希
望
者
が

競
合
す
る
業
種
に
属
す
る
民
間
事
業
者
等
の
給
与
水
準
と
の
比
較
な
ど
、
当
該
法
人
が
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め

に
当
該
給
与
水
準
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
を
、
そ
の
職
務
の
特
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
う
ち
、
特
に
国
家
公
務
員
と
比
べ
て
法
人
全
体
の
職
員
の
給
与
水
準
が
高
い
法
人
は
、
高
い
水
準
で
あ
る
こ
と
の

合
理
性
・
妥
当
性
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
し
て
納
得
が
得
ら
れ
る
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

②
 
 
役
職
員
が
公
務
員
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
を
参
酌
し
て
当
該
水
準
が
妥
当
で
あ
る
と
考

え
る
理
由
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

監
事
に
よ
る
監
査
に
お
い
て
も
、
給
与
水
準
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い

く
。

ま
た
、
新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、

各
法
人
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

主
務
大
臣
は
、
法
人
の
説
明
を
検
証
し
、
そ
の
給
与
水
準
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
判
断
理
由
と
と
も
に
公
表
す
る
。
ま

た
、
国
民
の
納
得
が
得
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
給
与
水
準
そ
の
も
の
の
見
直
し
な
ど
適
切
に
対
応
す
る

よ
う
、
法
人
に
要
請
す
る
。
総
務
省
は
、
主
務
省
か
ら
報
告
を
受
け
て
公
表
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い

く
。

ま
た
、
新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、

各
法
人
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

ま
た
、
役
員
の
退
職
手
当
へ
の
業
績
反
映
に
つ
い
て
、
現
在
、
各
府
省
評
価
委
員
会
が
認
定
す
る
な
ど
の
仕
組
み
と

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
改
革
に
よ
り
各
府
省
評
価
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
主
務
大
臣
の
責

任
の
下
、
今
般
の
報
酬
・
給
与
の
弾
力
化
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
透
明
性
や
説
明
責
任
を
果
た
し
つ
つ
、
業
績
を
的
確
に

反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
弾
力
的
な
仕
組
み
と
す
る
。

平
成
2
6
年
度
中
に
閣
議
決
定
の
趣
旨
に
沿
っ
た
弾
力
的
な
仕
組
み
と

す
べ
く
、
総
務
省
に
お
い
て
具
体
的
内
容
を
検
討
中
。

各
法
人
は
、
主
務
大
臣
や
契
約
監
視
委
員
会
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
下
、
一
般
競
争
入
札
等
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
事

務
・
事
業
の
特
性
を
踏
ま
え
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
を
会
計
規
程
等
に
お
い
て
明
確
化
し
、
公
正

性
・
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
合
理
的
な
調
達
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

総
務
省
は
、
各
法
人
に
お
い
て
会
計
規
程
等
の
見
直
し
を
行
う
に
当
た
り
、
特
殊
で
専
門
的
な
機
器
の
調
達
で
あ
り
相

手
方
が
特
定
さ
れ
る
場
合
な
ど
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
各
法
人
に
示
し
て
、
調
達
の

合
理
化
の
取
組
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
現
行
の
随
意
契
約
見
直
し
計
画
の
枠
組
み
や
契
約
実
績
の
公
表
に
つ
い
て
見

直
し
を
行
い
、
調
達
に
関
す
る
新
た
な
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い

く
。

ま
た
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
踏
ま

え
、
各
法
人
に
お
い
て
会
計
規
程
等
を
適
切
に
見
直
す
と
と
も
に
、

調
達
に
関
す
る
新
ル
ー
ル
に
則
り
、
引
き
続
き
調
達
の
合
理
化
・
適

正
化
に
努
め
る
。

5
 



4
0

2
総
務
省
に
お
い
て
、
会
計
基
準
及
び
事
業
報
告
書
の
様
式
を
平
成

2
6
年
度
中
に
見
直
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

4
1

2
平
成
2
6
年
夏
に
総
務
省
に
お
い
て
改
訂
す
る
予
定
の
報
酬
・
給
与

水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
盛
り
込
む
べ
く
検
討
中
。

4
2

1
改
正
独
法
通
則
法
第
2
8
条
の
４
で
措
置
済
み
。

５
．
研
究
開
発
型
の
法
人
へ
の
対
応
　

措
置
状
況

措
置
内
容
等

4
3

1
改
正
独
法
通
則
法
第
２
条
第
３
項
で
措
置
済
み
。

4
4

1
改
正
独
法
通
則
法
第
２
条
第
３
項
及
び
第
４
条
第
２
項
で
措
置
済

み
。

4
5

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
の
４
第
２
項
で
措
置
済
み
。

4
6

1
改
正
独
法
通
則
法
第
2
8
条
の
２
及
び
第
2
8
条
の
３
で
措
置
済
み
。

4
7

1

改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
の
４
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
3
5
条
の

６
第
５
項
並
び
に
第
3
5
条
の
７
第
２
項
で
措
置
済
み
。
（
政
省
令

の
所
要
の
改
正
等
を
行
う
べ
く
、
内
閣
官
房
・
総
務
省
・
各
府
省

が
連
携
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
）

4
8

1
改
正
独
法
通
則
法
第
3
5
条
の
４
第
１
項
で
措
置
済
み
。

4
9

2
業
績
給
等
の
実
施
状
況
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
6
年
夏
に
総

務
省
に
お
い
て
改
訂
す
る
予
定
の
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
盛
り
込
む
べ
く
検
討
中
。

5
0

－
－

5
1

2

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て

い
く
。
ま
た
、
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
6
年
夏
に
総
務
省
に
お

い
て
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
訂
す
る
予

定
。

各
法
人
の
事
業
等
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
、
予
算
の
見
積
り
を
年
度
計
画
に
、
執
行
実
績
を
事
業
報
告
書
に
添
付
・
公
表

す
る
こ
と
と
し
、
著
し
い
乖
離
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
。

平
成
2
6
年
度
中
に
会
計
基
準
及
び
事
業
報
告
書
の
様
式
を
見
直
す
べ

く
、
総
務
省
の
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
研
究
会
に
お
い
て
、
事
業

等
の
ま
と
ま
り
の
単
位
に
つ
い
て
検
討
中
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
各

法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

各
法
人
に
お
い
て
、
職
務
段
階
、
年
齢
、
家
族
構
成
等
に
つ
い
て
一
定
の
仮
定
を
置
い
て
算
出
し
た
モ
デ
ル
給
与
、
業

績
給
導
入
実
績
の
推
移
や
業
績
給
導
入
に
よ
る
給
与
実
態
等
を
公
表
す
る
。

新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、
各
法
人

が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

法
人
は
、
業
績
評
価
結
果
の
業
務
運
営
や
予
算
等
へ
の
反
映
状
況
に
つ
い
て
、
毎
年
度
公
表
す
る
。

改
正
法
の
規
定
及
び
当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て

適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

（
１
）
研
究
開
発
型
の
法
人
に
共
通
に
講
ず
る
べ
き
措
置

研
究
開
発
型
の
法
人
に
つ
い
て
、
上
記
２
．
か
ら
４
．
ま
で
の
中
期
目
標
管
理
型
の
法
人
に
対
す
る
措
置
内
容
を
適
用

し
つ
つ
、
法
律
事
項
と
し
て
は
さ
ら
に
以
下
を
規
定
す
る
。

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
下
、
研
究
開
発
に
係
る
事
務
・
事
業
を
主
要
な
業
務
と
し
て
実
施
す
る
法
人
を
研
究
開
発
型

の
法
人
と
し
て
位
置
付
け
、
中
期
目
標
管
理
型
の
法
人
、
単
年
度
管
理
型
の
法
人
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
独
立
行

政
法
人
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

－

研
究
開
発
型
の
法
人
が
、
研
究
開
発
等
に
係
る
方
針
に
基
づ
き
、
大
学
又
は
民
間
企
業
が
取
り
組
み
が
た
い
課
題
に
取

り
組
む
法
人
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
、
「
国
立
研
究
開
発
法
人
」
（
仮
称
）
と
い
う
名
称
を
付
し
、
法
人
の
目

的
は
「
研
究
開
発
成
果
の
最
大
化
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

－

研
究
開
発
成
果
の
最
大
化
と
い
う
目
的
に
鑑
み
、
主
務
大
臣
が
定
め
る
中
期
目
標
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
研
究

開
発
成
果
の
最
大
化
に
関
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
。

－

研
究
開
発
業
務
に
係
る
目
標
設
定
や
業
績
評
価
に
つ
い
て
は
、
総
合
科
学
技
術
会
議
が
研
究
領
域
の
特
性
や
国
際
的
な

水
準
等
を
踏
ま
え
て
指
針
を
策
定
し
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
指
針
を
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
に
関
す
る
指
針
に
反
映

す
る
こ
と
と
す
る
。
主
務
大
臣
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
に
関
す
る
指
針
に
基
づ
い
て
、
目

標
設
定
・
評
価
を
行
う
。

－

研
究
開
発
業
務
の
専
門
性
に
鑑
み
、
主
務
大
臣
が
行
う
中
期
目
標
設
定
や
業
績
評
価
、
中
期
目
標
期
間
終
了
時
に
お
け

る
業
務
及
び
組
織
全
般
に
わ
た
る
見
直
し
の
際
に
は
、
主
務
大
臣
の
下
に
設
置
す
る
研
究
開
発
に
関
す
る
審
議
会
が
科

学
的
知
見
や
国
際
的
水
準
に
即
し
て
適
切
な
助
言
を
行
う
。
ま
た
、
同
審
議
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
外
国
人
有
識
者
を

委
員
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。

－

中
期
目
標
期
間
を
長
期
化
し
、
最
大
７
年
と
す
る
。

－

ま
た
、
運
用
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
に
見
直
し
を
行
い
、
研
究
開
発
成
果
の
最
大
化
に
資
す
る
た
め
、
以
下
の
運
用
改

善
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

報
酬
・
給
与
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度
下
に
お
い
て
も
、
各
法
人
の
判
断
で
、
年
俸
制
を
含
め
た
業
績
給
な
ど
、
よ
り

柔
軟
な
報
酬
・
給
与
制
度
の
導
入
が
可
能
で
あ
り
、
こ
う
し
た
業
績
給
等
の
実
施
状
況
の
公
表
に
よ
り
、
そ
の
導
入
を

促
進
す
る
。

業
績
評
価
を
反
映
す
る
取
組
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
当
該
閣
議
決
定

に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

ま
た
、
新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、

各
法
人
が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

法
人
の
長
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
研
究
開
発
の
特
性
を
踏
ま
え
当
該
人
物
が
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
よ
り
法
人
の
研
究

開
発
業
務
が
よ
り
一
層
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
当
該
人
物
の
能
力
・
経
歴
・
実
績

等
に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
の
報
酬
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
務
次
官
の
給
与
よ
り
高
い
水
準
の
報
酬
を
設

定
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
に
よ
る
長
の
任
命
に
際
し
て
報
酬
水
準
の
妥
当
性
を
十
分
に
検
証

す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
毎
年
度
の
長
の
報
酬
額
を
法
人
が
決
定
す
る
際
に
は
、
法
人
の
業
績
評
価
を
十
分
に
勘
案

す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
や
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に

実
施
し
て
い
く
。

給
与
水
準
は
、
研
究
開
発
業
務
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
当
該
業
務
が
よ
り
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
場
合
に
は
、
国
家
公
務
員
よ
り
高
い
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
こ
う
し
た
柔
軟
な
取
扱
い
に
よ

り
、
透
明
性
の
向
上
や
説
明
責
任
の
一
層
の
確
保
が
重
要
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
給
与
水
準
を
毎
年
度
公
表
す
る
際
に

は
、
必
要
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
当
該
給
与
水
準
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
を
、
研
究
職
員
の
特
性
を
踏
ま

え
な
が
ら
説
明
す
る
。

新
た
な
報
酬
・
給
与
水
準
公
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
、
各
法
人

が
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
り
、
適
切
に
実
施
し
て
い
く
。

6
 



5
2

－
－

5
3

2
総
務
省
に
お
い
て
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な

ケ
ー
ス
を
平
成
2
6
年
夏
頃
に
示
す
と
と
も
に
、
調
達
に
関
す
る
新

た
な
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

5
4

－
－

5
5

2

内
閣
府
を
中
心
に
具
体
的
な
制
度
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
。

対
象
法
人
に
つ
い
て
は
、
「
特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
（
仮
称
）

の
考
え
方
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
6
年
３
月
1
2
日
総
合
科
学
技
術
会

議
決
定
）
に
よ
り
、
理
化
学
研
究
所
と
産
業
技
術
総
合
研
究
所
を

対
象
法
人
候
補
と
し
て
選
定
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に
実
施
し
て
い

く
。

ま
た
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
踏
ま

え
、
各
法
人
に
お
い
て
会
計
規
程
等
を
適
切
に
見
直
す
と
と
も
に
、

調
達
に
関
す
る
新
ル
ー
ル
に
則
り
、
引
き
続
き
調
達
の
合
理
化
・
適

正
化
に
努
め
る
。

上
記
の
ほ
か
、
２
．
か
ら
４
．
に
お
い
て
、
効
率
化
目
標
の
設
定
や
自
己
収
入
の
取
扱
い
、
経
営
努
力
認
定
、
中
期
目

標
期
間
を
超
え
る
繰
越
し
等
に
つ
い
て
柔
軟
化
を
図
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
研
究
開
発
型
の
法
人
に
つ
い
て
も
、
研

究
開
発
の
特
性
を
踏
ま
え
た
柔
軟
な
運
用
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
や
各
法
人
に
お
い
て
適
切
に

実
施
し
て
い
く
。

(
2
)
 
世
界
的
な
研
究
開
発
成
果
の
創
出
を
目
指
す
法
人
に
対
す
る
措
置

研
究
開
発
型
の
法
人
の
う
ち
、
国
家
戦
略
に
基
づ
き
、
国
際
競
争
の
中
で
、
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
な

る
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
総
合
科
学
技
術
会
議
、
主
務
大

臣
及
び
法
人
が
一
体
と
な
っ
て
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
、
他
の
研
究
開
発
型
の
法
人
よ
り
も
、
総
合
科
学
技
術
会
議
や
主
務
大
臣
の
関
与
を
強
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
法
人
に
対
し
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
業
務
運
営
上
の
必
要
な
配
慮
を
行
っ
て
い
く
場
合
、
そ
の

指
針
等
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
法
律
で
規
定
し
て
い
く
こ
と
は
望
ま
し
い
。

○
　
一
方
で
、
こ
う
し
た
法
人
に
つ
い
て
も
、
他
の
独
法
と
同
様
に
、
透
明
性
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
効
率
性
を
適
正
に
確

保
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
事
業
中
立
的
な
総
務
大
臣
に
よ
る
横
串
の
視
点
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

○
　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
と
な
る
世
界
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
成
果
を
生
み
出
す
創

造
的
業
務
を
担
う
法
人
を
「
特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
（
仮
称
）
」
と
し
て
位
置
付
け
、
総
合
科
学
技
術
会
議
・
主
務

大
臣
の
強
い
関
与
や
業
務
運
営
上
の
特
別
な
措
置
等
を
別
途
定
め
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
措
置
は
、
内
閣
府
・
総
務

省
共
管
の
別
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
別
法
の
対
象
法
人
に
つ
い
て
は
、
極
力
少
数
に
限
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

○
　
別
法
に
は
以
下
を
含
め
た
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
と
す
る
。

・
研
究
開
発
の
特
性
を
踏
ま
え
た
運
用
を
行
う
。

・
主
務
大
臣
が
法
人
と
一
体
と
な
っ
た
運
営
を
可
能
と
す
る
た
め
、
主
務
大
臣
が
、
法
人
に
対
し
、
状
況
の
変
化
に
応

じ
た
的
確
な
指
示
を
出
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

・
主
務
大
臣
は
、
法
人
に
対
し
、
中
期
戦
略
目
標
（
最
大
７
年
）
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
、
記
載
事
項
は
、
①
研
究
開

発
成
果
最
大
化
に
関
す
る
事
項
、
②
法
人
の
長
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項
、
③
研
究
開
発
活
動
の
改
善
及
び
効

率
化
に
関
す
る
事
項
等
と
す
る
。
な
お
、
主
務
大
臣
が
中
期
戦
略
目
標
を
設
定
す
る
際
は
、
科
学
技
術
基
本
計
画
等
の

国
家
戦
略
に
基
づ
い
た
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
、
「
研
究
開
発
成
果
最
大
化
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
は
課
題
解
決

型
の
目
標
設
定
と
す
る
こ
と
、
「
研
究
開
発
活
動
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い
て
は
、
研
究
開
発
の

特
性
に
配
慮
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
総
合
科
学
技
術
会
議
は
、
主
務
大
臣
の
中
期
戦
略
目
標
設
定
及
び
中
期
戦
略
目
標
終
了
時
の
見
直
し
等
に
関
し
て
、

国
家
戦
略
の
実
現
の
観
点
か
ら
、
適
切
な
関
与
を
行
う
。

・
法
人
は
自
己
評
価
を
毎
年
度
実
施
し
、
主
務
大
臣
に
結
果
を
報
告
す
る
。

・
法
人
の
長
は
、
国
際
競
争
力
の
高
い
人
材
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
職
員
の
能
力
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
た
め
、

処
遇
を
含
め
人
事
制
度
の
改
革
、
柔
軟
な
給
与
設
定
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
研
究
開
発
成
果
を
最
大
化
で
き
る
研

究
体
制
を
構
築
す
る
よ
う
努
め
る
。

・
法
の
施
行
状
況
等
を
踏
ま
え
、
特
定
国
立
研
究
開
発
法
人
の
対
象
を
含
め
、
法
制
度
の
在
り
方
の
見
直
し
を
行
う
旨

を
規
定
す
る
。

「
科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
総
合
戦
略
2
0
1
4
」
、
「
『
日
本
再
興

戦
略
』
改
訂
2
0
1
4
」
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

2
0
1
4
」
（
全
て
平
成
2
6
年
６
月
2
4
日
閣
議
決
定
）
等
を
踏
ま
え
、
新

制
度
を
可
能
な
限
り
早
期
に
制
定
す
る
。

目
標
設
定
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
示
す
目
標
設
定
及
び
業
績
評
価
に
関
す
る
指
針
に
お
い
て
、
課
題
解
決
型
の
目

標
設
定
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
業
績
評
価
に
つ
い
て
も
、
過
去
の
活
動
の
達
成
度
評
価
の
み
で
は
な
く
、

そ
こ
ま
で
の
成
果
が
更
に
将
来
ど
の
よ
う
な
成
果
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
将
来
を
見
越
し
た
評
価
と
す
る
な
ど
、
必

ず
し
も
定
量
的
実
績
に
と
ら
わ
れ
な
い
評
価
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

当
該
閣
議
決
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
策
定
す
る
指
針
の
中
で
適

切
に
反
映
す
る
。

研
究
開
発
等
に
係
る
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
関
す
る
契
約
等
に
係
る
仕
組
み
を
改
善
し
、
各
法
人
は
、
主
務
大
臣
や

契
約
監
視
委
員
会
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
下
、
一
般
競
争
入
札
等
を
原
則
と
し
つ
つ
も
、
研
究
開
発
業
務
を
考
慮
し
、
総

務
省
が
示
す
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
ケ
ー
ス
を
踏
ま
え
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
を

会
計
規
程
等
に
お
い
て
明
確
化
し
、
公
正
性
・
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
合
理
的
な
調
達
を
可
能
と
す
る
。

総
務
省
は
、
特
殊
で
専
門
的
な
研
究
開
発
機
器
の
調
達
で
あ
り
相
手
方
が
特
定
さ
れ
る
場
合
や
緊
急
的
な
調
達
な
ど
、

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
各
法
人
に
示
し
て
、
調
達
の
合
理
化
の
取
組
を
促
進
す
る
。
ま

た
、
現
行
の
随
意
契
約
見
直
し
計
画
の
枠
組
み
や
契
約
実
績
の
公
表
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
調
達
に
関
す
る
新
た

な
ル
ー
ル
を
策
定
す
る
。

7
 



（
様
式
）

１
．
「
各
法
人
等
に
お
い
て
講
ず
べ
き
措
置
」
の
記
載
事
項

措
置
状
況

措
置
内
容
・
理
由
等

0
1

2

・
森
林
保
険
特
別
会
計
を
平
成
2
6
年
度
末
に
廃
止
し
森
林
保
険
業
務
は
平
成
2
7
年
４
月
１
日
か
ら
森

林
総
合
研
究
所
に
移
管
、
政
府
に
よ
る
債
務
保
証
、
森
林
保
険
勘
定
の
設
置
等
を
内
容
と
す
る
森
林

国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
第
1
8
6
回
通
常
国
会
に
お
い
て
成
立
し
、
平
成
2
6
年
４

月
1
6
日
に
公
布
し
た
。
関
連
す
る
政
省
令
改
正
に
つ
い
て
は
現
在
作
業
中
で
あ
る
。

・
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
高
度
化
に
つ
い
て
は
、
項
目
0
5
～
0
8
の
と
お
り
。

・
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
中
期
目
標
を
変
更
し
、
保
険
料
設
計
等
の
基
本
的
考
え
方
を
示
す
こ
と
に

つ
い
て
現
在
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
。

0
2

2

・
研
究
開
発
型
の
法
人
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
が
第
1
8
6
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
平
成
2
6
年

６
月
６
日
成
立
、
６
月
1
3
日
公
布
。

・
中
期
目
標
期
間
に
つ
い
て
は
、
次
期
中
長
期
目
標
期
間
（
平
成
2
8
年
度
～
）
を
５
年
と
す
る
。

0
3

2
水
源
林
造
成
事
業
の
受
け
皿
法
人
に
つ
い
て
は
、
森
林
及
び
林
業
の
施
策
の
総
合
的
な
検
討
状
況
等

を
踏
ま
え
つ
つ
、
平
成
2
7
年
度
中
に
結
論
を
得
る
べ
く
検
討
を
進
め
る
。

0
4

2

　
法
令
遵
守
及
び
契
約
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
、

・
法
令
遵
守
を
担
当
す
る
理
事
の
選
任

・
全
職
員
を
対
象
と
し
た
法
令
遵
守
に
関
わ
る
内
部
研
修
の
受
講

・
本
研
究
所
の
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
の
設
置

・
契
約
監
視
委
員
会
に
お
け
る
理
事
長
へ
の
意
見
具
申
で
き
る
体
制
の
構
築

・
契
約
担
当
部
署
の
職
員
を
対
象
と
し
た
外
部
研
修
の
受
講

等
を
実
施
済
み
。

　
ま
た
、
水
源
林
造
成
事
業
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の
償
還
等
に
係
る
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
た

め
、
外
部
有
識
者
等
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
委
員
会
を
今
年
度
中
の
設
置
に
向
け
て
、
現
在

準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
。

２
．
「
法
人
の
事
務
・
事
業
の
特
性
に
応
じ
た
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
高
度
化
等
の
制
度
・
運
用
の
見
直
し
」
の
記
載
事
項

措
置
状
況

措
置
内
容
・
理
由
等

0
5

3
平
成
2
7
年
４
月
１
日
よ
り
適
切
に
森
林
保
険
業
務
が
実
施
で
き
る
よ
う
、
リ
ス
ク
を
的
確
に
管
理
す

る
た
め
の
内
部
規
程
の
整
備
、
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
現
在
準
備
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
。

0
6

2
平
成
2
7
年
４
月
１
日
よ
り
適
切
に
森
林
保
険
業
務
が
実
施
で
き
る
よ
う
、
業
務
執
行
や
リ
ス
ク
管
理

を
監
視
す
る
内
部
組
織
の
設
置
に
つ
い
て
現
在
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
。
監
事
の
う
ち
１
名
は

既
に
常
勤
と
な
っ
て
い
る
。

0
7

3
平
成
2
7
年
４
月
１
日
よ
り
適
切
に
森
林
保
険
業
務
が
実
施
で
き
る
よ
う
、
職
員
研
修
の
実
施
方
針
に

つ
い
て
現
在
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
。

0
8

2
森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
森
林
保
険
勘
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
に
基
づ
き
、
平
成
2
7
年
度
以
降
、
事
業
別
の
収
支
情
報
等
を
情
報
開
示

す
る
。
役
職
員
の
守
秘
義
務
規
定
に
つ
い
て
は
既
に
規
定
済
み
。

0
9

2

法
令
遵
守
の
強
化
の
た
め
の
対
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
、

・
法
令
遵
守
を
担
当
す
る
理
事
の
選
任

・
全
職
員
を
対
象
と
し
た
法
令
遵
守
に
関
わ
る
内
部
研
修
の
受
講

・
本
研
究
所
の
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
の
設
置

等
を
実
施
済
み
。

1
0

2

内
部
監
査
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
、

・
内
部
監
査
担
当
職
員
を
対
象
と
し
て
外
部
研
修
を
受
講
さ
せ
る
こ
と

・
監
査
に
つ
い
て
、
理
事
長
の
命
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
が
内
部
監
査
を

　
実
施
す
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
に
基
づ
く
監
事
監
査
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
重
層
的
な
監
査
体
制
を
構
築
・
運
用

内
部
監
査
の
実
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
内
部
監
査
に
従
事
す
る
職
員
の
資
質
及
び
能
力
の
向
上
を
図

る
と
と
も
に
、
理
事
長
、
監
事
及
び
内
部
監
査
に
従
事
す
る
職
員
に
よ
る
重
層
的
な
監
査
体
制
を
構
築
す

る
。

左
記
の
体
制
に
よ
り
、
引
き
続
き
監
査
を
実
施
す
る
。

審
査
、
回
収
等
の
金
融
業
務
機
能
の
強
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
外
部
専
門
家
等
に
よ
る
職
員
研
修
を
拡
充
す

る
こ
と
と
し
、
そ
の
実
施
方
針
を
策
定
す
る
。

平
成
2
7
年
４
月
１
日
に
職
員
研
修
の
実
施
方
針
の
整
備
を
行
い
、
４
月
以
降
実
施
方
針
に

基
づ
き
適
切
に
実
施
す
る
。

金
融
業
務
の
透
明
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
事
業
別
の
収
支
情
報
等
を
情
報
開
示
す
る
一
方
、
法
人
の
行

う
金
融
業
務
の
高
い
公
共
性
に
鑑
み
、
役
職
員
の
守
秘
義
務
規
定
を
設
け
る
。

平
成
2
7
年
度
以
降
、
事
業
別
の
収
支
情
報
等
を
情
報
開
示
す
る
。

法
人
の
組
織
内
に
お
け
る
法
令
遵
守
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
法
令
遵
守
担
当
理
事
を
設
置
す
る
と
と
も

に
、
全
職
員
を
対
象
と
し
た
外
部
専
門
機
関
に
よ
る
法
令
遵
守
研
修
を
実
施
す
る
。

左
記
の
取
組
を
引
き
続
き
実
施
す
る
と
と
も
に
、
今
年
度
中
に
外
部
専
門
機
関
に
よ
る
研

修
を
職
員
に
受
講
さ
せ
る
。

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

金
融
業
務
の
リ
ス
ク
を
的
確
に
管
理
す
る
た
め
の
内
部
規
程
等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
外
部
有
識
者
等
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
統
合
的
な
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
委
員
会
等
を
設
置
し
、
法
人
の
財
務
状
況
や
リ
ス
ク
管

理
状
況
を
専
門
的
に
点
検
す
る
。

平
成
2
7
年
４
月
１
日
に
内
部
規
程
の
整
備
を
行
い
、
４
月
以
降
内
部
規
程
に
基
づ
き
リ
ス

ク
管
理
の
た
め
の
委
員
会
の
設
置
を
含
め
適
切
に
実
施
す
る
。

業
務
の
適
正
性
を
日
常
的
に
確
保
す
る
た
め
、
業
務
執
行
や
リ
ス
ク
管
理
を
監
視
す
る
内
部
組
織
（
監
査
部

等
）
を
設
置
す
る
。
ま
た
、
監
事
の
う
ち
１
名
は
原
則
と
し
て
常
勤
と
す
る
。

平
成
2
7
年
４
月
１
日
に
業
務
執
行
や
リ
ス
ク
管
理
を
監
視
す
る
内
部
組
織
を
設
置
す
る
。

次
期
中
長
期
目
標
策
定
時
に
中
長
期
目
標
期
間
を
５
年
と
す
る
。

水
源
林
造
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
受
け
皿
法
人
の
検
討
に
つ
い
て
、
現
中
期
目
標
期
間
終
了
時
ま
で
に
結
論

を
得
る
。

左
記
方
針
に
よ
り
検
討
を
進
め
る
。

水
源
林
造
成
事
業
等
は
、
国
の
財
政
支
出
や
財
政
融
資
を
用
い
て
、
多
額
の
契
約
を
行
い
、
公
共
事
業
を
実

施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
の
実
施
に
お
い
て
、
法
人
に
対
す
る
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
法
令
遵

守
及
び
契
約
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
強
化
を
図
る
。

左
記
の
取
組
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

研
究
開
発
型
の
法
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
中
期
目
標
期
間
は
５
年
と
す
る
。

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

森
林
保
険
特
別
会
計
を
平
成
2
6
年
度
末
ま
で
に
廃
止
し
、
森
林
保
険
業
務
は
森
林
総
合
研
究
所
に
移
管
す

る
。
そ
の
際
、
異
常
災
害
等
の
リ
ス
ク
に
備
え
る
た
め
、
政
府
に
よ
る
債
務
保
証
を
行
う
。
森
林
保
険
の
被

保
険
者
の
利
便
性
を
低
下
さ
せ
な
い
よ
う
対
処
す
る
と
と
も
に
、
他
の
業
務
と
経
理
を
区
分
し
、
金
融
業
務

の
特
性
を
踏
ま
え
、
財
務
の
健
全
性
及
び
適
正
な
業
務
運
営
の
確
保
の
た
め
、
内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
高
度
化

を
図
る
。
森
林
保
険
に
係
る
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
模
の
妥
当
性
を
定
期
的
に
検
証
し
、
過
去
の
保

険
金
支
払
状
況
等
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
見
直
し
の
措
置
を
講

じ
る
。

・
森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
関
連
す
る
政
省
令
改
正
に
つ
い
て

は
平
成
2
7
年
４
月
１
日
に
施
行
。

・
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
中
に
、
林
野
庁
に
お
い
て
外
部
有
識
者
か
ら
の
意
見
聴

取
を
行
い
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
お
け
る
検
討
を
経
た
上
で
中
期
目
標
を
変
更

し
、
保
険
料
設
計
等
の
基
本
的
考
え
方
を
示
す
予
定
。
移
管
後
に
お
い
て
は
、
法
人
に
設

置
す
る
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
委
員
会
に
お
い
て
、
中
期
目
標
で
示
さ
れ
る
基
本
的
考
え

方
に
即
し
て
、
毎
年
度
、
保
険
料
率
・
積
立
金
の
妥
当
性
の
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

農
林
水
産
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

所
管

法
人
名

森
林
総
合
研
究
所
、
森
林
保
険
特
別
会
計

農
林
水
産
省

６
４

Ｎ
ｏ
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1
1

2
契
約
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
近
年
は
契
約
担
当
部
署
の
職
員
を
対
象
と
し
て
、
中
央
省
庁
等

主
催
の
契
約
関
連
の
研
修
を
受
講
さ
せ
て
い
る
。

1
2

2

一
者
応
札
・
応
募
の
契
約
、
落
札
率
が
高
い
契
約
及
び
独
立
行
政
法
人
と
一
定
の
関
係
を
有
す
る
も

の
と
し
て
情
報
公
開
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
法
人
と
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
契
約
監
視
委
員
会
で
は

全
件
を
対
象
と
し
て
審
議
を
行
う
と
と
も
に
、
本
研
究
所
の
森
林
農
地
整
備
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
で
は
、
内
部
監
査
事
項
に
「
契
約
の
締
結
及
び
執
行
に
関
す
る
こ
と
」
を
立

て
、
こ
れ
ま
で
も
関
係
書
類
等
を
検
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
の
適
正
性
を
確
保
し
て
き
て
い

る
。

1
3

1
法
人
の
理
事
長
に
直
接
意
見
具
申
で
き
る
体
制
に
つ
い
て
は
、
入
札
監
視
委
員
会
に
お
い
て
は
既
に

措
置
済
み
。
ま
た
、
契
約
監
視
委
員
会
に
つ
い
て
も
、
今
年
度
に
内
部
規
定
を
改
正
し
た
こ
と
に
よ

り
措
置
済
み
。

３
．
そ
の
他

措
置
状
況

措
置
内
容
・
理
由
等

1
4

3
当
法
人
は
、
近
接
す
る
独
立
行
政
法
人
が
な
い
た
め
、
他
法
人
と
の
共
同
実
施
の
例
は
な
い
。

1
5

2
業
務
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
当
所
に
設
置
さ
れ
た
「
事
務
・
業
務
改
善
委
員
会
」
に
お
い
て
、
業
務
の
効
率

化
、
経
費
削
減
等
に
関
す
る
役
職
員
か
ら
の
提
案
を
募
集
し
、
提
案
を
元
に
業
務
フ
ロ
ー
や
コ
ス
ト
等
の

分
析
を
行
い
、
審
査
を
経
て
業
務
に
反
映
さ
せ
る
自
主
的
な
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

契
約
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
、
契
約
担
当
部
署
の
職
員
を
対
象
と
し
た
専
門
的
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
。

左
記
の
取
組
を
引
き
続
き
実
施
す
る
と
と
も
に
、
契
約
業
務
に
係
る
内
部
研
修
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
今
年
度
中
に
検
討
・
と
り
ま
と
め
を
行
う
。

各
法
人
は
、
自
ら
の
事
務
・
事
業
の
見
直
し
を
行
う
た
め
に
、
「
業
務
フ
ロ
ー
・
コ
ス
ト
分
析
に
係
る
手
引

き
」
（
平
成
2
5
年
８
月
１
日
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
改
訂
）
に
示
さ
れ
た
手
法
等
に
よ
り
業
務
フ

ロ
ー
や
コ
ス
ト
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
民
間
委
託
等
を
含
め
た
自
主
的
な
業
務
改
善
を
図

る
。

「
業
務
フ
ロ
ー
・
コ
ス
ト
分
析
に
係
る
手
引
き
」
に
示
さ
れ
た
手
続
き
等
に
よ
り
、
業
務
フ
ロ
ー
や
コ

ス
ト
分
析
を
本
年
度
中
に
実
施
し
、
更
な
る
業
務
改
善
の
検
討
を
行
う
。

法
人
が
行
う
契
約
に
係
る
監
視
体
制
の
強
化
及
び
充
実
を
図
る
た
め
、
入
札
監
視
委
員
会
等
に
お
い
て
、
一

社
応
札
・
応
募
の
契
約
、
落
札
率
が
高
い
契
約
及
び
独
立
行
政
法
人
と
の
契
約
に
つ
い
て
、
全
件
を
検
証

し
、
分
析
を
行
う
。
そ
の
他
の
契
約
に
つ
い
て
も
、
無
作
為
抽
出
を
実
施
し
契
約
の
点
検
を
強
化
す
る
な

ど
、
審
議
の
充
実
を
図
る
。

左
記
の
取
組
を
引
き
続
き
実
施
す
る
。

入
札
監
視
委
員
会
等
の
機
能
を
向
上
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
審
議
の
内
容
や
結
果
を
踏
ま
え
、
直
接
法
人
の
理

事
長
に
意
見
具
申
で
き
る
よ
う
体
制
を
構
築
す
る
。

措
置
済
み

講
ず
べ
き
措
置

今
後
の
対
応
方
針

各
法
人
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
業
務
運
営
の
た
め
、
法
人
間
に
お
け
る
業
務
実
施
の
連
携
を
強
化
し
、
共

同
調
達
や
間
接
業
務
の
共
同
実
施
を
進
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
間
接
部
門
の
余
剰
人
材
の
事
業
部
門
へ
の
振

り
分
け
等
を
可
能
に
し
、
全
体
と
し
て
の
業
務
の
最
適
化
を
図
る
。

共
同
調
達
等
の
実
施
に
つ
い
て
、
他
独
法
の
情
報
も
得
な
が
ら
、
共
同
調
達
等
の
実
施
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
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平成２６年夏の台風・豪雨による山地災害への対応について 

 

 

 台風および梅雨前線の活動により各地で頻発した豪雨による山地災害に対し、林野庁およ

び各県からの要請に基づく当研究所職員の対応状況は以下のとおり。 

 

１．長野県木曽郡南木曾町山地災害調査 

１）期間：７月１５日（火）～１８日（水） 

２）依頼元：中部森林管理局 

３）対応者：山地災害研究室長、治山研究室長、主任研究員２名 

４）概要：７月９日、台風８号の豪雨により発生。ヘリによる視察と地上からの現地調査。 

 

２．広島県山地災害調査 

１）期間：８月２１日（木）～２２日（金） 

２）依頼元：広島県 

３）対応者：山地災害研究室長、チーム長 

４）概要：８月２０日、梅雨前線に伴う豪雨により発生。ヘリで上空から現地の災害発生状況

を視察。地上調査は天候不良のため中止。 

 

３．高知県大豊町地すべり災害調査 

１）期間：８月２７日（水）～２８日（木） 

２）依頼元：高知県 

３）対応者：山地災害研究室長、チーム長 

４）概要：８月３日～１０日の台風１１、１２号の豪雨時に変状が報告された箇所を中心とす

る地すべり活動の確認。 

 

４．広島県山地災害調査（予定） 

１）期間：９月３日（水）～４日（木） 

２）依頼元：近畿中国森林管理局および広島県 

３）対応者：山地災害研究室長、チーム長 

４）概要：８月２０日における国有林、民有林被災箇所の状況を現地調査。 

 

５．兵庫県丹波市市島町山地災害調査（予定） 

１）期間：９月１１日（木）～１２日（金） 

２）依頼元：兵庫県 

３）対応者：企画部長 

４）概要：８月１６日の豪雨による民有林被災箇所の状況を現地調査。 

調整係
テキストボックス
　　　 　　 　Ⅰ－３理　事　会　資　料平成26年 ９月 ４日　



農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会ワーキング会合

議 事 次 第

平成26年7月25日(金) 10:00～17:00

於 ： 農 林 水 産 省 第 ３ 特 別 会 議 室

１．開 会

２．議 事

（１）独立行政法人森林総合研究所の平成２５年度業務の実績に関

する評価について

（２）その他

３．閉 会

調整係
テキストボックス
　 　　 　Ⅰ－４－１理　事　会　資　料平成26年 ９月 ４日　



時 間 割

平成26年7月25日(金) 10:00～17:00

於 ： 農 林 水 産 省 第 ３ 特 別 会 議 室

【研究・育種等】

10:00～10:05（ 5分） 開会・資料確認等

10:05～10:25 (20分） 質問等に対する森林総研からの説明

10:25～10:40（15分） 質 疑

10:40 【法人退室】

10:40～12:00（80分） 委員等による評定

12:00～13：00（60分）休 憩

【総務・共通分野】

13:00～13:05（５分） 開会・資料確認等

13:05～13:20 (15分） 質問等に対する森林総研からの説明

13:20～13:30 (10分) 監事からの意見

13:30～13:45（15分） 質 疑

13:45 【法人退室】

13:45～15:08（83分） 委員等による評定



15:08～15:10（2分） その他

15:10～15:20（10分）休 憩

【水源林造成事業等】

15:20 開会

15:20～15:40 (20分） 質問等に対する森林総研からの説明

15:40～15:55（15分） 質 疑

15:55 【法人退室】

15:55～17:00（65分） 委員等による評定

17:00 閉会



農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会委員名簿

任 期：平成25年２月14日～平成27年２月13日

委員(５名)

足 本 裕 子 文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議事務局長
あし もと ひ ろ こ

◎ 酒 井 秀 夫 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
さ か い ひ で お

田 村 早 苗 青森大学経営学部教授
た む ら さ な え

文 野 清 正 文野公認会計士・税理士事務所所長
ぶ ん の き よ ま さ

○ 三 井 昭 二 三重大学名誉教授
み つ い し よ う じ

専門委員(７名)

片 桐 成 夫 島根大学名誉教授
か た ぎ り し げ お

加 藤 徹 宮城大学名誉教授
か と う とおる

小 島 克 己 東京大学アジア生物資源環境研究センター教授
こ じ ま か つ み

徳 地 直 子 京都大学フィールド科学教育研究センター教授
と く ち な お こ

中 山 榮 子 昭和女子大学大学院生活機構研究科教授
な か や ま えい こ

肘 井 直 樹 名古屋大学大学院生命農学研究科教授
ひじ い な お き

横 田 正 彦 千葉県中部林業事務所森林管理課長
よ こ た ま さ ひ こ

(五十音順、敬称略)

◎･･･分科会長
○･･･分科会長代理



資 料 一 覧

資 料１ コメント整理表（平成２５年度業務の実績につ

いての意見・評価等）

資 料２ 平成２５年度業務の実績に関する補足説明資料

資 料３ 平成２５年度評価単位自己評価シート
（正誤表含む）

資 料４ 平成２５年度具体的指標自己評価シート
（正誤表含む）

資 料５ 平成２５年度に係る独立行政法人森林総合研究
所の事業報告書に関する国民の意見募集につい
て

参 考 資 料 独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点等



第５３回農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会議事次第

平成26年８月22日(金)14:00～16:00

会場：農林水産省第３特別会議室

１ 開 会

２ 議 事

（１）独立行政法人森林総合研究所の平成２５年度業務の実績に関する評価について

（２）その他

３ 閉 会

調整係
テキストボックス
　 　　 　Ⅰ－４－２理　事　会　資　料平成26年 ９月 ４日　



第 ５ ３ 回 林 野 分 科 会 時 間 割

14:00 ～ 14:05（ 5分） 開会・資料確認等

14:05 ～ 14:20 (15分) 森林総合研究所評価結果案説明

14:20 ～ 14:40（20分） 質疑・議決

14:40 ～ 14:50（10分） 休憩（独立行政法人入室）

14:50 ～ 14:55 ( 5分) 森林総合研究所から補足説明

15:55 ～ 15:10 (15分) 評価結果について説明

15:10 ～ 15:25 (15分) 評価結果について委員からコメント

15:25 ～ 15:30 ( 5分) 森林総合研究所からコメント

15:30 ～ 15:40 (10分） 長期借入金について

15:40 ～ 15:50 (10分） 質疑・議決

15:50 ～ 16:00 (10分） その他

16:00 閉会



資 料 一 覧

資 料１ 独立行政法人森林総合研究所の平成２５年度業務の実績に

関する評価結果(案)

資 料２ 平成２５年度業務の実績に関する補足説明資料

資 料３ 平成２５年度に係る独立行政法人森林総合研究所の事業報告

書に関する意見募集の結果について

資 料４ 長期借入金の認可申請について

参考資料１ 平成２５年度業務の実績についての意見・評価等

参考資料２ 今後の日程等



農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会委員名簿

任 期：平成25年２月14日～平成27年２月13日

委員(５名)

足 本 裕 子 文化遺産を未来につなぐ森づくりの為の有識者会議事務局長
あし もと ひ ろ こ

◎ 酒 井 秀 夫 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
さ か い ひ で お

田 村 早 苗 青森大学経営学部教授
た む ら さ な え

文 野 清 正 文野公認会計士・税理士事務所所長
ぶ ん の き よ ま さ

○ 三 井 昭 二 三重大学名誉教授
み つ い し よ う じ

専門委員(７名)

片 桐 成 夫 島根大学名誉教授
か た ぎ り し げ お

加 藤 徹 宮城大学名誉教授
か と う とおる

小 島 克 己 東京大学アジア生物資源環境研究センター教授
こ じ ま か つ み

徳 地 直 子 京都大学フィールド科学教育研究センター教授
と く ち な お こ

中 山 榮 子 昭和女子大学大学院生活機構研究科教授
な か や ま えい こ

肘 井 直 樹 名古屋大学大学院生命農学研究科教授
ひじ い な お き

横 田 正 彦 千葉県中部林業事務所森林管理課長
よ こ た ま さ ひ こ

(五十音順、敬称略)

◎･･･分科会長
○･･･分科会長代理



資 料 １

独立行政法人森林総合研究所の平成２５年度

業務の実績に関する評価結果（案）

農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会



独立行政法人森林総合研究所の平成２５年度業務の実績に関する評価結果について

１ 評価結果
（１）評価の考え方

農林水産省独立行政法人評価委員会林野分科会は、「独立行政法人森林総合研究所の
業務の実績に関する評価基準」（以下「評価基準」という。）により、中期目標及び同目
標に基づき作成された中期計画の達成度合いを客観的に判断するため設定した評価単位
ごとに、独立行政法人森林総合研究所が行った自己評価結果の提出・説明を受け、当該
資料の調査・分析を基本として、取り組むべき課題の達成状況を評価した。

（２）評価単位
３８評価単位の大半については、「ａ：中期計画に対して業務が順調に進捗している」

と判断した。また、計画していた目標を量的・質的に上回る成果を上げ特に優れた成果
を上げたと判断した４評価単位については、「ｓ：中期計画を大幅に上回り業務が進捗
している」とした。

（３）大項目
大項目については、各評価単位の評定を基に、達成割合を計算した結果、「国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措
置」、「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」、「財務内容の改善
に関する事項」、「短期借入金の限度額」、「不要財産の処分及び不要財産以外の重要な財
産の譲渡に関する計画」及び「その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項」に
ついて、いずれも「Ａ」と評定した。

（４）総合評価
総合評価については、上記の評定結果をもとに、評価基準に定める方法により「Ａ」

と評定した。

２ 業務運営に対する総括的な意見
・ 大径材丸太から一般構造材を得る製材システムの開発、ＣＬＴの開発とＪＡＳ規格
制定への貢献、ニホンジカ個体数の低減を図るための誘引狙撃法の開発など現場に密
着した実用的な成果をあげているほか、マツ材線虫病の発現機構の初期段階の解明、
スギのコアコレクションの作成とゲノミックセレクションモデルの開発、マツタケの
全ゲノム解読などの基礎的かつ重要な成果をあげていることを高く評価する。その他、
多雪地帯でのコンテナ苗の有効性、チェーンソー作業用防護服の災害コスト削減効果
分析、東南アジアの森林の炭素蓄積特性の解明とアマゾンの炭素蓄積量分布マップの
作成、放射性物質の動態に関する調査研究、海岸防災林の津波軽減効果の解明、木材
の用途拡大に向けた技術開発、林木の新品種の開発などについても着実に成果を上げ
ている。

・ 特定中山間保全整備事業については、平成２５年８月の豪雨による被害等があった
にもかかわらず本年度内に事業完了したこと、さらに、事業により建設した橋が豪雨
災害の際に避難路として利用されるなど想定外の効果をあげたことは高く評価でき
る。また、水源林造成事業などについても着実に成果をあげている。

・ 一方、森林・林業・木材産業分野における我が国唯一の総合的な研究機関として、
行政機関や大学・研究機関等と更に連携を深め、社会のニーズを的確に捉えた取組を
引き続き推進し、研究成果の普及に取り組むとともに、情報セキュリティ対策や内部
統制の充実・強化に積極的に取り組み、法人の使命を果たされることを期待する。

・ 平成２２年５月３１日付けで政策評価・独立行政法人評価委員会から送付された
「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」等に記載されている事項について、
評価シート、補足説明資料等により確認したところ、着実に対応しているものと考え
られる。今後も引き続き確実に対応されたい。



平成２５年度業務の実績に関する評価

〔森林総合研究所分〕

・ 評価単位の評価シート

評価単位ごとに法人が作成し分科会に提出された評価シートであり、分科会はこれらを

分析・調査した上で評定を行うとともに必要に応じコメントを付している。

・ 大項目の評価シート

各大項目に係る評価単位の評定を基礎として、大項目ごとに評定を行うとともに必要に

応じコメントを付している。

・ 総合評価の評価シート

全評価単位の評定を基礎として、総合評価を行うとともに必要に応じコメントを付して

いる。

・ 補足説明資料

分科会から森林総合研究所に対して補足説明を求めて得た情報である。
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平成２５年度 大項目の評価

大項目 第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
る目標を達成するためとるべき措置

評定 評価単位

ａ 地域に対応した多様な森林管理技術の開発

ａ 国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システム
の開発

ｓ 木材の需要拡大に向けた利用促進に係る技術の開発

ａ 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発

ａ 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発

ａ 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発

ｓ 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発

ａ 高速育種等による林木の新品種の開発

ｓ 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発

ａ 研究基盤となる情報の収集・整備・活用の推進

ａ 林木等の遺伝資源の収集、保存及び配布並びに種苗等の生産及び配布

ａ 事業の重点化の実施

ａ 事業の実施手法の高度化のための措置

ａ 事業内容等の広報推進

ａ 事業実施コストの構造改善

ｓ 計画的で的確な事業の実施

ａ 事業の実施手法の高度化のための措置

ａ 事業実施コストの構造改善

ａ 廃止・完了後の事業に係る債権債務管理､その他の債権債務及び緑資源
幹線林道の保全管理業務の実施

ａ 行政機関、他の研究機関等との連携及び産学官連携・協力の強化

ａ 成果の公表及び普及の促進

ａ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

達成割合 ｓ(4×4)＋ａ(18×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝ ３．２

２２

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）
評価単位の評価シートに記載



大項目 第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

評定 評価単位

ａ 効率化目標の設定等

ａ 資源の効率的利用及び充実・高度化

ａ 契約の点検・見直し

ａ 内部統制の充実・強化

ａ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

達成割合 ｓ( ×4)＋ａ(5×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝３．０

５

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

意見等
評価単位の評価シートに記載

大項目 第３ 財務内容の改善に関する事項

評定 評価単位

ａ 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営（研究開発）

ａ 自己収入の拡大に向けた取組

ａ 長期借入金等の着実な償還

ａ 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営（水源林造成事業等）

達成割合 ｓ( ×4)＋ａ(4×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝ ３．０

４

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）
評価単位の評価シートに記載



大項目 第４ 短期借入金の限度額

評定 評価単位

ａ 水源林造成事業等

達成割合 ｓ( ×4)＋ａ(1×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝ ３．０

１

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）
評価単位の評価シートに記載

大項目 第５ 不要財産の処分及び不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する
計画

評定 評価単位

ａ 不要財産の処分及び不要財産以外の重要な財産の譲渡（計画以外
の処分・譲渡）

達成割合 ｓ( ×4)＋ａ(1×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝ ３．０

１

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）
評価単位の評価シートに記載



大項目 第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

評定 評価単位

ａ 施設及び設備に関する計画

ａ 人事に関する計画

ａ 環境対策・安全管理の推進

ａ 情報の公開と保護

ａ 積立金の処分

達成割合 ｓ( ×4)＋ａ(5×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝３．０

５

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）
評価単位の評価シートに記載



平成２５年度 総合評価 №１

評定 評価単位

ａ 地域に対応した多様な森林管理技術の開発

ａ 国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発

ｓ 木材の需要拡大に向けた利用促進に係る技術の開発

ａ 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発

ａ 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発

ａ 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発

ｓ 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発

ａ 高速育種等による林木の新品種の開発

ｓ 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発

ａ 研究基盤となる情報の収集・整備・活用の推進

ａ 林木等の遺伝資源の収集、保存及び配布並びに種苗等の生産及び配布

ａ 事業の重点化の実施

ａ 事業の実施手法の高度化のための措置

ａ 事業内容等の広報推進

ａ 事業実施コストの構造改善

ｓ 計画的で的確な事業の実施

ａ 事業の実施手法の高度化のための措置

ａ 事業実施コストの構造改善

ａ 廃止・完了後の事業に係る債権債務管理､その他の債権債務及び緑資源幹線林道

の保全管理業務の実施

ａ 行政機関、他の研究機関等との連携及び産学官連携・協力の強化

ａ 成果の公表及び普及の促進

ａ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

ａ 効率化目標の設定等

ａ 資源の効率的利用及び充実・高度化

ａ 契約の点検・見直し

ａ 内部統制の充実・強化

ａ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

ａ 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営（研究開発）

ａ 自己収入の拡大に向けた取組

ａ 長期借入金等の着実な償還

ａ 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営（水源林造成事業等）



平成２５年度 総合評価 №２

評定 評価単位

ａ 短期借入金の限度額（水源林造成事業等）

ａ 不要財産の処分及び不要財産以外の重要な財産の処分・譲渡（計画以外の処分

・譲渡）

ａ 施設及び設備に関する計画

ａ 人事に関する計画

ａ 環境対策・安全管理の推進

ａ 情報の公開と保護

ａ 積立金の処分

達成割合 ｓ(4×4)＋ａ(34×3)＋ｂ( ×2)＋ｃ( ×1)＋ｄ( ×0)
＝３．１

３８

評定 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（意見等）

評価結果総括的意見に記載



独立行政法人森林総合研究所研究・育種勘定運営費交付金

【平成27年度概算要求額 9,250,199(9,535,454)千 円】

事業のポイン ト
森林・林業に係る試験・研究や林木の優良な種苗の生産 日配布等を行う

ことにより、森林の多面的機能の発揮や、林業技術の向上を図ります。

(独立行政 法 人森林 総合研究 所 の業務 )

。森林及び林業に関す る総合的な試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等を

実施 します。

・林木の優 良な種苗の生産及び配布等を実施 します。

<内 容 >
農林水産大臣か ら示 された 「中期 目標」を達成す るため、我が国の森林 。林業の

再生、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等森林・林業分野における行政課題に

対応 した試験 。研究を実施 します。

<交付 率 >
定額

<事業実施 主体 >
独立行政法人森林総合研究所

<事業実施期 間 >
平成 27年度

[担 当課 :林野庁研究指導課 ]

○森林及び林業に関する総合的な試験・研究及び林木育種事業を着実に

推進 します。
○独立行政法人森林総合研究所の中期目標を達成 します。

調整係
テキストボックス
　　　 　　 　Ⅰ－５理　事　会　資　料平成26年 ９月 ４日　



独立行政法人森林総合研究所施設整備費補助金 (拡 充 )

【平成27年 度概算要求額 197, 340(80, 748)千 円】

事業のポイン ト

(独立行政 法人森林 総合研究 所の業務 )

・森林及び林業に関す る総合的な試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習等を

実施 します。

<内 容 >
本所排水配管漏洩検知装置設置、関西支所排水配管漏洩検知装置設置、本所研究本

館空調設備改修を実施 します。

<補助 率 >
定額

<事業実施 主体 >
独立行政法人森林総合研究所

<事業実施 期 間 >
平成 27年度

[担 当課 :林野庁研究指導課 ]

一 畢 栗 の 不 イ ン ト

森林・林業に係 る試験 口研究や林木の優 良な種苗の生産 日配布等 を行 う

のに必要な施設の改善等 を行 うことによ り、 これ らの業務の円滑な実施 を

図 ります。

・林木の優良な種苗の生産及び配布等を実施 します。

○森林及び林業に関す る総合的な試験 口研究及び林木育種事業 を着実 に

推進 します。

○独立行政法人森林総合研究所の中期 目標 を達成 します。



独立行政法人森林総合研究所　森林農地整備センター

増(△)減額 伸 率

百万円 百万円 百万円 ％

水 源 林 造 成 事 業

国　庫　補　助　金　等 25,291 28,360 3,069 112.1

借　　　　入　　　　金 6,400 6,300 △ 100 98.4

  財政融資資金借入金 6,400 6,300 △ 100 98.4

特定中山間保全整備事業

国　庫　補　助　金 164 － △ 164 皆減

計

国　　　　　　　費 25,455 28,360 2,905 111.4

借　　　入　　　金 6,400 6,300 △ 100 98.4

＜非公共事業＞

 幹線林道事業移行円滑化対策

森林整備・保全費

　幹線林道事業移行円滑化対策交付金 183 183 － 100.0

 放射性物質対処型森林・林業

 復興対策実証事業

農林水産業復興政策費

　水源林復興促進対策費補助金 37 (注)

（注）　　復興庁予算として計上されており、現時点では非公表

（資料）　林野庁公表資料に基づき作成

＜公共事業＞

理 事 会 資 料

平 成 26 年 9 月 4 日

平 成 ２７ 年 度　水 源 林 造 成 事 業 等 予 算 概 算 要 求 の 概 要  

区　　　　　　　分 26年度予算額 27年度要求額
対　前　年　度



小笠原試験地清瀬地 区 (清瀬試験地)への入込み状況 について

1.通勤・通学の利用

0月 ～金の人数 : 約  名/日

・ 土・ 日の人数 : 約  名/日

・ そ の他 :

・高校に対する指導の有無 :

2.見 学者 の利用

3.道 としての管理の状況

・具体的な作業 :

0年 間の費用 :

4.枯 死木、枯枝、落枝の状況

・年 間 を通 じて の対策 :

◆注意看板の設置の必要性 :

調整係
テキストボックス
　　　 　　 　Ⅰ－６理　事　会　資　料平成26年 ９月 ４日　



月　　日 行　事　内　容 出　席　者

８月７日（木） 理事会（第5回） 理事長、企画・総務担当理事、研
究担当理事、林木育種センター
所長、森林農地整備センター所
長、両監事

８日（金） 環境研究機関連絡会（第25回） 理事長

国産材マーク設立1周年記念シンポジウム 企画・総務担当理事

１９日（火）
～２０日（水）

中部森林管理局との連携等に関する打ち合わせ 企画・総務担当理事

情報セキュリティ研修 滑志田監事

２２日（金） 独立行政法人評価委員会林野分科会（第53回） 理事長、企画・総務担当理事、研
究担当理事、林木育種センター
所長、森林農地整備センター所
長、業務承継円滑化・適正化担
当理事

公会計監査機関意見交換会議（第26回） 両監事

２５日（月）
～２８日(木）

監事監査（中部整備局・富山水源林整備事務所） 滑志田監事

２６日（火） 樹木医制度審議会（第1回） 理事長

２７日（水） 情報セキュリティ研修 森林農地整備センター所長、業
務承継円滑化・適正化担当理事

２８日（木）
～２９日（金）

岐阜県水源林造林推進協議会創立50周年記念式典 森林農地整備センター所長

９月１日（月） 庁議 理事長

第19回東北森林科学学会大会 研究担当理事

林野庁研究指導課技術開発室長視察 林木育種センター所長

３日（水） 財務省理財局実地監査（監事ヒアリング） 滑志田監事

主要行事（平成２６年８月７日～平成２６年９月３日）

調整係
テキストボックス
　　　 　　 　Ⅰ－７理　事　会　資　料平成26年 ９月 ４日　
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